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Ⅰ 大学の教育研究等の質の向上に関する目標（住民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標） 
１ 教育に関する目標 
⑴ 教育成果に関する目標 

 

中
期
目
標 

幅広い職業人の育成を基盤として、デザイン学及び看護学という特定の専門分野の教育を通じて、社会に有為な人材を育成する。 

デザインと看護に共通する「人間重視」の考え方を常に基本とし、産（産業界）・看（保健・医療・福祉分野）・学（大学等）・公（行政等）と連携し、地域に貢献できる人材を育成する。 
 

 

中期計画 年度計画 項目

番号 
進捗

状況 実施状況・判断理由等 評価 評価結果の説明等 
・ 共通教育科目は、大学教育を受

けるための心構えや履修方法、主

体的な問題解決能力を養う「導入

科目」、文化や人間、社会に対する

理解を目的とする「教養科目」、語

学などのコミュニケーションツー

ルの習得を目的とする「コミュニ

ケーション科目」に区分し、体系

的な教育を行う。 

１ Ⅲ 

・共通教育科目は、両学部共通とし、デザインと看護に共通する「人

間重視」の考えを基本に、両学部の学生が一緒に学習することにより、

両学部の交流を深めるとともに、異なる分野を志す学生が互いの発想

に触れ、広い視野を持つことができるよう体系化した。       

・大学教育を受けるための心構えや履修方法、主体的な問題解決能力

を養う「導入科目」、文化や人間、社会に対する理解を目的とする「教

養科目」、語学などのコミュニケーションツールの習得を目的とする

「コミュニケーション科目」に３区分した構成とし、それらの授業科

目を、シラバスに基づき実施した。 

Ⅲ 

 

・ 専門科目を学ぶ前提や基礎とな

る「専門基礎科目」、専門的知識

や技術を学ぶ「専門科目」に区分

し、専門知識や高度な技術につい

て体系的な教育を行う。 

２ Ⅲ 

・看護学部の専門教育科目は、専門知識と高度な技術を系統的に学習

できるよう、専門科目を学ぶ前提や基礎となる「専門基礎科目」と看

護の専門的知識・技術を学ぶ「専門科目」に体系化した。      

・演習・実習を多く取り入れ、効果的に学習できるよう構成した教育

課程とし、それらの授業科目をシラバスに基づき実施した。 

Ⅲ 

 

ア 将来の職業人としての自

覚・責任の涵養を基礎とし

て、専門分野の枠を超えて共

通に求められる知識等を養

うとともに、それぞれの専門

分野に求められる知識・技術

等を体系的に養う。 
 

・ 専門科目に対する理解を深める

ため、デザイン専門科目を担当す

る教員による補習(特別講義)を行
う。 

３ Ⅲ 

・デザインの基礎となる分野や学生のレベルに合わせて必要と思われ

る分野について補講を実施した。                 

 ①造形基礎実習補講（7月 10日～31日 6コマ）(デザイン補講、
20名)                                    

 ②マッキントッシュ講習会（9月22日 3コマ）(Machintoshの基
本操作、45名)                       

 ③工房安全講習会（9月 25日～26日 2コマ）(木工房機器の操作
方法、59名) 

Ⅲ 
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中期計画 年度計画 項目

番号 
進捗

状況 実施状況・判断理由等 評価 評価結果の説明等 
・ デザイン学部の教員は、空間、

製品、コンテンツ、メディアの各

コースの特色と他コースとの関

係性、さらには専門分野全体の関

係性を理解し、それを教育に反映

させるため、コースごとにプレゼ

ンテーションを行い、情報を共有

することにより、体系的に教育を

行う。 

４ Ⅲ 

・教員を対象に教員紹介ミニ講座において、関係教員が、空間、製品、

コンテンツ、メディア4コースの特徴やカリキュラムの体系性等を、
コース別にプレゼンテーションを行い、各コースの関連性、専門分野

全体の理解を促した。                                            
 ・教員紹介ミニ講座（6月26日、7月3日、10日、24日、31日） Ⅲ 

  

・ 看護学部の教員は、領域毎の特

色と他領域との関係性、さらには

専門分野全体の関係性を理解し、

それを教育に反映させるため、領

域ごとにプレゼンテーションを

行い、各領域が情報を共有するこ

とにより、体系的に教育を行う。

また、専門分野に求められる知

識・技術等を体系的に養うため

に、看護学部長から教員に対し

て、大学の教育研究上の理念、特

長及び目的と教育課程の構成と

の関係について研修を行う。 

５ Ⅲ 

・看護学部教員がカリキュラムの体系性等を理解するために、学部長

から大学および看護学部の教育研究上の理念等と教育課程の構成にか

かる概要説明を行うとともに、領域ごとにカリキュラムの概要と領域

の構築に向けたプレゼンテーションを行った。また、より実践的な看

護職を育成するために客観的臨床能力試験（OSCE)の導入に係る研修
を行い、さらに、看護各領域の基盤となる基礎看護の科目展開につい

て研修を行った。 
 ①学部長カリキュラム説明（4月28日）             

 ②領域別プレゼンテーション（7月19日） 
 ③OSCE研修（7月31日、9月25日、29日、2月15日）    

 ④基礎看護の科目展開（10月18日） 

Ⅲ 
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中期計画 年度計画 項目

番号 
進捗

状況 実施状況・判断理由等 評価 評価結果の説明等 
イ インターンシップによる

就業体験、医療機関等の実

習、起業（アントレプレナー

シップ）に対応した教育など

実践的な能力を養う。 
 

・ 将来の看護職の動機付けとなる

看護初期実習、看護の働きかけを

体験的に学ぶ基礎看護学臨地実

習Ⅰを１年次から実施する。ま

た、実習施設に対して看護学部の

教育課程における実習の役割・位

置づけを周知するとともに、効果

的・効率的・円滑に実習を行うた

めに実習指導者会議を開催する。 

６ Ⅲ 

・シラバスに基づき、さらに実習要項を策定の上、看護職や関連職種

の活動を見学体験する看護初期実習を前期に、入院患者の生活を看護

の視点で観察し、看護の働きかけを体験的に学ぶ、基礎看護学臨地実

習Ⅰを後期に実施した。また、看護学部における実習の位置付けの理

解を得るため、主たる実習施設である市立札幌病院看護部を対象とし

た実習指導者会議と全実習施設を対象とした臨地実習指導者会議を開

催した。                                            

①各科目の概要 
  「看護初期実習」（保健・医療・福祉の看護職が活動する場におい
て、看護職や関連職種の活動を見学体験し、保健・医療・福祉分野

への関心と理解を深め、看護学を学ぶ動機付けとする。） 
  「基礎看護学臨地実習Ⅰ」(患者の置かれている入院生活環境を知
り、入院患者の生活を看護の視点で観察し、看護の働きかけを体験

的に学ぶ。) 
②実習場所および期間 
  「看護初期実習」(実習場所：市立札幌病院、かしわ学園他、期間：

6月5日～9日) 
  「基礎看護学臨地実習Ⅰ」(実習場所：市立札幌病院、期間：2月

26日～3月9日） 
③実習指導者会議 
  「市立札幌病院実習指導者会議」（6月 2 日）(初期実習に向けた
市立病院とのｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝ)                    
  「臨地実習指導者会議」（9月28日）（本学の方針説明の全体会と
領域ごとに各実習を個別説明する領域別説明会の2部構成） 

Ⅲ 
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中期計画 年度計画 項目

番号 
進捗

状況 実施状況・判断理由等 評価 評価結果の説明等 
ウ 産業界、保健・医療・福

祉機関、大学、行政等と連携

した教育を行うとともに、本

学の持つ様々な知的資源を

地域に還元する仕組みをつ

くり、市民文化の向上やまち

づくりに幅広く貢献する。 

・ 産業界、保健・医療・福祉機関、

大学、行政等と連携した教育を行

うほか、本学の持つ様々な知的資

源を地域に還元するため、図書館

の市民開放を開始するほか、市民

向けの公開講座を開催する。 

７ Ⅲ 

・共通教育科目の「札幌を学ぶ」の授業で、上田札幌市長をはじめ各

界から、ゲストスピーカーを招き実際的な授業を実施したほか、雪ま

つりシンボルマークの選定への参加等、より実践的な現場を体験でき

るようにした。                
・大学の持つ様々な知的資源を地域に還元するため、図書館を市民に

開放したほか、市民を対象とした公開講座を開催した。       

「学生参加事業」                        

 ①「雪まつりｼﾝﾎﾞﾙﾏｰｸの選定」（7月11日） 
 ②「ｼｰﾆｯｸﾊﾞｲｳｪｲ構想推進のﾜｰｸｼｮｯﾌﾟへの参加」（10月14日） 
 ③「さっぽろｲﾙﾐﾈｰｼｮﾝ電車ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄのｲﾙﾐﾈｰｼｮﾝのﾃﾞｻﾞｲﾝ担当」（1月

6,7日）  
 ④「まちづくりﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃｰｼｮﾝ大会 in札幌における芸術の森地区住民
との地域のまちづくりについての発表」（2月18日）   

 ⑤「ｵﾗﾝﾀﾞ･ﾃﾞﾙﾌﾄ工科大学教員および学生との国際ﾃﾞｻﾞｲﾝﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ

の開催」(8月17日～25日） 
「附属図書館市民開放」6月19日から実施、対象市民（札幌市に在住・
在勤の20歳以上の方） 
「附属図書館主催市民講座」 Web2.0の時代（7月8日）(100名)  
「産学連携公開講座」                      

 ①価値創造経済へのﾛｰﾄﾞﾏｯﾌﾟ(9月25日)(100名) 
 ②走れ札幌(10月21日)(50名) 
 ③札幌市立大学のﾌﾞﾗﾝﾄﾞ･ｱｲﾃﾞﾝﾃｨﾃｨｰ(11月2日)(100名) 
 ④ﾒﾃﾞｨｱﾃﾞｻﾞｲﾝの現在(2月2日)(90名) 
 ⑤ｸﾘｴｰﾀｰと創造都市(3月11日)(100名) 
「福祉工学デザイン講座」                                        
    第1回(12月22日～3月 9日2 ｺｰｽ全4回 135名)              
    第2回( 1月13日～3月23日2 ｺｰｽ全4回 129名) 
「特別公開講義（日本の戦後看護史）」（9月26日）(92名)  

Ⅲ 

今後、この年度計画の項目に係

る事業を継続的、積極的に推進す

るためには、スタッフの強化が必

要となろう。 
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中期計画 年度計画 項目

番号 
進捗

状況 実施状況・判断理由等 評価 評価結果の説明等 
エ 学生による授業評価アン

ケートを平成１８年度から

導入するほか、卒業生からの

情報収集、追跡調査等多様な

方法により、教育の成果・効

果を客観的に幅広く検証す

る方策を整備する。 

・ 学生による授業評価アンケート

を実施する。また、アンケートの

実施方法、実施内容について、教

務・学生委員会で検証を行う。 

８ Ⅲ 

・学生による授業評価アンケートを、第 10 回教務学生委員会（7 月
26日）で検討・作成し、ｅラーニングシステム（web tube）を使用し、
Web 上で実施した。前期アンケート終了後、第 12,19,20 回教務学生
委員会（9月 13日,1月 11日,1月 24日）で実施方法、実施内容につ
いて検討し、前期の結果と比較する視点から、後期アンケートは、前

期と同様の項目で実施した。                   

・今年度は、あくまでも教育の向上を目的とし、担当教員にのみ本人

の授業の結果を公開したが、今後、どこまで結果を公表・活用するか、

引き続き検討をしていくことにした。                   
 「授業評価アンケート」 前期：7月31日～8月11日 
             後期：1月29日～2月19日  

Ⅲ 

 年度計画としては予定通りだ

が、とりあえず実施したという段

階である。 
今後は、学生へのフィードバッ

クや改善策など、アンケートの実

質的な分析や活用が不可欠であ

る。教員の理解とともに、積極的

な公表・活用についての検討を急

いでいただきたい。 
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Ⅰ 大学の教育研究等の質の向上に関する目標（住民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標） 
１ 教育に関する目標 
⑵ 教育内容に関する目標 

 

中
期
目
標 

ア 入学者選抜 

高校生等に対して、札幌市立大学がどのような学生の入学を希望しているのかについての情報を提供し、札幌市立大学の教育理念等を踏まえた学生を受け入れる。 

また、様々な資質や能力を持った個性豊かな学生の受入れを促進する。 
イ 教育課程 

共通教育（教養教育）については、「人間重視」の考え方を基本とし、人間としてのありようを洞察できる力や現代社会の変化に対応できる能力を養うことができるよう教育課程を編成する。 

専門教育については、札幌市立大学の教育研究上の目的である学術研究の高度化等に対応した職業人に必要な能力を養うことができるよう教育課程を編成する。 

また、札幌市立大学の教育研究上の特長であるデザイン学部と看護学部の連携による科目を取り入れるほか、他大学との教育課程上の連携を図る。 

ウ 教育方法及び履修指導方法 

個々の授業科目の特性に応じた授業形態、学習指導の実施等により、学生が積極的に授業に参加し、高い教育効果が得られる教育方法を取り入れる。 

札幌市立大学の教育目的である職業人の育成のために、社会の多様な組織との連携を組み入れるなど実践的な教育方法を取り入れる。 

学生が自らの学習目標や希望進路に沿って適切に履修科目の選択を行うことができるような履修指導を行う。 

エ 学生の成績評価 

卒業時における学生の質を確保するため、学生に対して各授業科目の到達目標及び成績評価基準を明示した上で、その成績評価基準に基づいた成績評価を実施する。 
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中期計画 年度計画 項目

番号 
進捗

状況 実施状況・判断理由等 評価 評価結果の説明等 

ア 入学者選抜 ア 入学者選抜  
・ 本学の教育理念に基づき使命感

及び勉学意欲を持った学生を確保

するため、明確な入学者受入方針

（アドミッション・ポリシー）を

策定する。 

９ Ⅲ 

・アドミッションポリシーを第3回入試委員会（8月30日）で策定し,
第8回部局長会議（9月6日）で審議の上、決定した。       

・その中で本学の教育研究の理念として、「本学が教育研究の対象とす

るデザイン学と看護学は、いずれも人間を対象とした学問領域である

ことから、両者に共通する「人間重視」の考え方を常に基本とし、一

人の人間から社会全体までを対象に、安全で快適な暮らしを創造でき

る幅広い教養と豊かな人間性を有する職業人を育成する。」ことを掲

げ、デザイン学部、看護学部それぞれが求める学生像を明確にした。 
「デザイン学部の求める学生像」 
 ① 人間尊重・人間重視の姿勢を持ち、デザインを通して社会に貢

献しようとする姿勢を持った人 
 ② 豊かな感性と見識を持って、主体的かつ協同して未来のデザイ

ンを創造することに意欲のある人 
 ③ デザインを通じ、地域活性化のリーダーとして文化・産業の発

展に寄与する意志を持った人 
「看護学部の求める学生像」 
 ① 人々の健康、心、暮らしに関心を持ち、生命の尊厳を理解しよ

うとする姿勢を持った人 
 ② 豊かな感性と探究心を待って、柔軟に物事を考え、自主的・意

欲的に学修できる人 
 ③ 他者と協調し、信頼関係を築くことができ、地域に根ざした医

療に貢献する意志と責任感を備えた人 

Ⅲ 

アドミッション・ポリシーの策

定は、公立大学法人札幌市立大学

定款第25条第７号の規定により、

教育研究審議会の審議事項となっ

ているが、審議を経ていないとの

ことなので、法人における意思決

定に係る適正手続に留意するよう

要望する。 

(ｱ) 本学の教育理念に基づき

使命感及び勉学意欲を持っ

た学生を確保するため、明確

な入学者受入方針（アドミッ

ション・ポリシー）を策定・

公表する。 

・ アドミッションポリシーは、オ

ープンキャンパスや高校訪問、大

学説明会等で広く周知するほか、

ホームページでも公開する。 

10 Ⅲ 
・アドミッションポリシーを、一般選抜、推薦入学、社会人及び私費

外国人留学生選抜の学生募集要項に掲載し、ホームページ上で公開し

たほか、第 2回オープンキャンパス(9月 24日 431名)や高校訪問(51
校)、進学相談会における大学説明会(25回)の際に、広く周知した。 

Ⅲ 
 

(ｲ) アドミッション・ポリシ

ーに基づき、一般選抜、推

薦入学、社会人及び私費外

国人留学生選抜を実施する

ほか、AO（アドミッショ
ン・オフィス）入試等多様

な選抜方法の導入を検討す

る。 

・ アドミッション・ポリシーに基

づき、一般選抜、推薦入学、社会

人及び私費外国人留学生選抜を実

施する。 
11 Ⅲ 

・アドミッション・ポリシーを、一般選抜、推薦入学、社会人および

私費外国人留学生選抜の学生募集要項に掲載し、この受入方針に沿っ

た入学選抜を実施した。 
 ・特別選抜試験（11月25日） 
 ・一般選抜試験前期（2月25日） 
 ・一般選抜試験後期（3月12日） 

Ⅲ 
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中期計画 年度計画 項目

番号 
進捗

状況 実施状況・判断理由等 評価 評価結果の説明等 

(ｳ) 平成２０年度から３年次

編入学を実施するなど、よ

り高度な学習ニーズに対応

する方策を整備する。 

・ ３年次編入生の受け入れ方針、

入学試験等について検討を行う。 

12 Ⅲ 

・平成19年度に行う編入学試験の実施に向け、第10回部局長会議（10
月17日）において、「本学における3年次編入学は、文部科学省提出
の設置認可申請書及び学則の定めるところにより行う。」との基本方針

を確認し、第 16,17回教務学生委員会（11月 8日,11月 22日）で実
施時期等を検討し、第16回部局長会議（3月7日）において決定した。 Ⅲ 

編入学に係る受入方針は、公立

大学法人札幌市立大学定款第25条

第７号の規定により、教育研究審

議会の審議事項となっているが、

審議を経ていないとのことなの

で、法人における意思決定に係る

適正手続に留意するよう要望す

る。 

・ 入学者選抜方法の事後評価を行

い、入学者選抜方法の改善・充実

を図る。 13 Ⅲ 
・第2回入試委員会（5月26日）において、平成18年度の入試選抜
方法の事後評価を行い、志願状況や事務効率・費用対効果を検討した

結果、平成19年度の選抜試験の区分は、平成18年度と同様とし、一
般選抜試験の実施会場は、札幌会場のみとした。 

Ⅲ 
 (ｴ) 入学者選抜方法の事後評

価を継続的に行い、次年度以

降の入学者選抜方法の改

善・充実を図る。 

・ 平成 18 年度入学者を対象とし
たアンケート調査を実施し、併願

校等の状況等について検証する。 

14 Ⅲ 

・企画委員会が、平成 18 年度入学者を対象に、本学志願の理由、他
大学の志望状況、大学生活に対する意見・感想などを調査し、来年度

の学生募集の広報活動や大学生活の環境改善の参考とするため、6 月
1 日、アンケート調査を実施した。その結果は、入試広報向けパンフ
レットの受験生向けのQ&Aを作成する上での参考とした。 
・なお、他大学の併願状況については、デザイン学部は、道内大学を

中心に全国の他大学との志願がみられ、看護学部は、道内を中心とし

た他大学と専門学校との志願が見られた。             

 ・入学者アンケート（6月1日～5日,回収率163名中145名 89.0％） 

Ⅲ 

卒業時にも同様のアンケートを

実施して、パネルデータとして追

跡できるようにすると、入学時と

卒業時の変化が把握でき、かつ、

学生の評価も押さえることができ

る。 

(ｵ) 上記事項を機動的・専門

的に実施するため、平成１８

年度に教職員で構成するア

ドミッションセンター等の

専門組織を設置する。 

・ アドミッションポリシーの策定

及び平成 19 年度入試を実施する
ため、入試委員会を設置する。 

15 Ⅲ 

・開学当初から、各学部2名の教員と関係職員からなる入試委員会を
設置した。入試委員会において、アドミッションポリシーを策定する

とともに、平成 19 年度学生募集要項を作成し、また、試験会場及び
試験区分ごとに実施マニュアルを作成し試験を実施した。      

 ・特別選抜試験（11月25日） 
 ・一般選抜試験前期（2月25日） 
 ・一般選抜試験後期（3月12日） 

Ⅲ 

 

イ 教育課程 イ 教育課程  
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中期計画 年度計画 項目

番号 
進捗

状況 実施状況・判断理由等 評価 評価結果の説明等 

・ 「スタートアップ演習」では、

両学部の学生がフィールドワー

クやワークショップ等を通じて

専門分野を学ぶ上での問題点の

発見能力や解決策作成等を学ぶ。

更に、その成果の発表などを通

じ、異なる分野を志す学生が互い

の発想に触れ、広い視野を持つこ

とができるよう教育を行う。 16 Ⅳ 

・「スタートアップ演習」は、両学部を混在させた学生を10グループ
に分け、大学における学習方法の習得を目指した授業をはじめ、フィ

ールドワークやワークショップなどを取り入れた特色ある授業を1年
次前期より実施した。 
・各グループを両学部の教員各 1名計 2名が担当し、「より良い病院
着」「病室の住環境向上」「入院生活と色」など、両学部に関連する具

体的なテーマを設定した演習を行い、デザインと看護の連携を目指す

とともに、問題発見能力や課題解決能力の育成を目的に授業を行った。

・各グループの検討結果については、学生が大学祭においてパネル展

示をしたほか、コンピュータを利用したプレゼンテーションを実施し、

異なる分野を志す学生が互いの発想に触れ、広い視野を持つことがで

きるように取組んだ。 
・この「スタートアップ演習」の実施は、初年度にもかかわらず、高

い教育効果を上げ、さらに両学部の交流が活発に行われ、学部間の連

携も計画以上の成果を上げ、本学の特長を推進する取組みとなった。

 ・大学祭パネル展示(7月16日,17日)              
 ・プレゼンテーション(8月3日)  

Ⅳ 

学生相互の能力開発と同時に教

員の連携が促進されたことが評価

できる。 

(ｱ) 共通教育科目において

は、「日本語表現法」、「プレ

ゼンテーション」、「情報リテ

ラシー」等専門分野の枠を超

えて共通に求められる知識、

思考法等の知的な技法など

が身に付くよう教育課程を

編成する。また、デザイン学

部と看護学部の学生が共に

学習することによって、両学

部の交流を深めるとともに、

「スタートアップ演習」を始

め、異なる分野を志す学生が

互いの発想に触れることに

より、広い視野を持つことが

できるよう教育課程を編成

する。 

・ 「日本語表現法」、「プレゼンテ

ーション」、「情報リテラシー」等

専門分野の枠を超えて共通に求

められる知識、思考法等の知的な

技法などが身に付くよう教育課

程を編成する。 

17 Ⅲ 

・「日本語表現法」「プレゼンテーション」「情報リテラシー」等の共通

教育科目は、専門教育科目を学ぶ上で、両学部共通の基礎的な知識、

能力が得られるような教育課程としており、コアとなる知識及び思考

法等の知的な技法が身につくよう実施した。 
 ・各教科の概要 
  「日本語表現法」（様々な事例を通じ、適切な日本語表現法につい

て正しく理解するとともに、自分の気持ちや考えを相手に的確に

判りやすく伝える言語表現力や文章力を習得する。） 
  「プレゼンテーション」（今日の社会では、様々な表現手段を組合

わせ、情報の効果的な伝達が重要であることから、情報の収集や

編集方法を学ぶとともに、多様な表現方法と説得力あるプレゼン

テーション技術を習得する。） 
  「情報リテラシー」（パーソナルコンピュータの基本となる仕組み

やソフトの操作、インターネットからの情報の収集や自ら情報発

信する技術を学ぶ。） 

Ⅲ 
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中期計画 年度計画 項目

番号 
進捗

状況 実施状況・判断理由等 評価 評価結果の説明等 

・ デザイン学部においては、「デ

ザイン原論」、「デザイン史」、「色

彩設計論」、「造形基礎実習Ⅰ」と

いったデザインの基礎となる専

門教育科目を１年次から実施す

る。 

18 Ⅲ 

・デザイン学部全体の教育課程の体系性を考慮しながら、早期から専

門科目を履修するためにくさび形カリキュラムを導入した。１年次前

期にデザインの基礎となる「デザイン原論」「デザイン史」「色彩設計

論」「造形基礎実習Ⅰ」、後期に「デザイン方法論」「感性科学」といっ

た専門教育科目を設け、初年度から専門的知識・技術を学べるよう実

施した。 

Ⅲ 

 (ｲ) 各学部は当該学部の共通

教育の位置付けを明確にし、

共通教育と専門教育の体系

性を考慮しながら、早期から

専門教育を履修する教育課

程を編成する。 
・ 看護学部においては、初年度か

ら専門知識・技術を習得するため

にくさび型カリキュラムを導入

し、「看護学原論」「看護理論」「看

護観察技術論」「看護過程論」な

どの専門教育科目を１年次から

実施する。 

19 Ⅲ 

・看護学部全体の教育課程の体系性を考慮しながら、早期から専門科

目を履修するためにくさび形カリキュラムを導入した。１年次に看護

の基礎となる「看護学原論」「看護観察技術論」(以上前期)「看護理論」
「看護過程論」(以上後期)などの専門教育科目を設け、初年度から専
門的知識・技術を学べるよう実施した。 

Ⅲ 

 

(ｳ) 「学部連携演習」など学部

間の有機的な連携による授

業を展開することにより、学

生の専門性を拡充し、もって

専門教育の充実を図る。 

・ １年次から「スタートアップ演

習」で学部間の有機的な連携によ

る授業を実施する。 

20 Ⅲ 

・「スタートアップ演習」は、両学部を混在させた学生を10グループ
に分け、大学における学習方法の習得を目指した授業をはじめ、フィ

ールドワークやワークショップなどを取り入れた特色ある授業を1年
次前期より実施した。 
・各グループを両学部の教員各 1名計 2名が担当し、「より良い病院
着」「病室の住環境向上」「入院生活と色」など、両学部に関連する具

体的なテーマを設定した演習を行い、デザインと看護の連携を目指す

とともに、問題発見能力や課題解決能力の育成を目的に授業を行った。

・各グループの検討結果については、学生が大学祭においてパネル展

示をしたほか、コンピュータを利用したプレゼンテーションを実施し、

異なる分野を志す学生が互いの発想に触れ、広い視野を持つことがで

きように取組んだ。 
 ・大学祭パネル展示(7月16日,17日)             

 ・プレゼンテーション(8月3日)  

Ⅲ 

 年度計画では「スタートアップ

演習」のことのみ記載されている

が、中期計画は専門性の拡充・専

門教育の充実に係る内容となって

いるので、今後は、「スタートアッ

プ演習」と専門性の拡充・専門教

育の充実との関係が、業務実績報

告書の「実施状況・判断理由等」

のみで理解できるように記載する

よう要望する。 

(ｴ) 他大学との連携による単

位互換、入学前・後の他大学

等における取得単位の認定

など単位制度の柔軟な運用

について具体的な充実策を

検討し、順次、整備・拡充す

る。 

・ 他大学との連携による単位互換

について検討を進める。 

21 Ⅲ 

・第 19回教務学生委員会(1月 11日)で、本学の学生が他大学の科目
を履修することの可能性、他大学の学生を受け入れる際の開講場所、

対象とする大学および学部学科等について検討を開始し、継続的に審

議していくことにした。 Ⅲ 
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中期計画 年度計画 項目

番号 
進捗

状況 実施状況・判断理由等 評価 評価結果の説明等 

(ｵ) 「スタートアップ演習」や

「学部連携演習」では地域社

会や学外機関と連携したフ

ィールドワーク、調査研究等

実践的な授業を展開するほ

か、寒冷地の特長を生かした

「寒冷地デザイン」、「寒冷地

医療」など、地域をテーマと

した教育を進める。 

－ － － － － － 

ウ 教育方法及び履修指導方法  ウ 教育方法及び履修指導方法  

(ｱ) ２キャンパス (ｱ) ２キャンパス  

ａ 両学部の学生が合同で学

ぶ共通教育科目は「芸術の森

キャンパス」で行い、専門教

育科目はデザイン学部の学

生は「芸術の森キャンパス」、

看護学部の学生は「桑園キャ

ンパス」で実施する。共通教

育科目を受講する看護学部

の学生が、同日中に２つのキ

ャンパス間を移動すること

のないよう共通教育科目の

教育課程及び時間割編成に

配慮する。 

・ 両学部の学生が合同で学ぶ共通

教育科目は「芸術の森キャンパ

ス」で実施するが、共通教育科目

を受講する看護学部の学生が、同

日中に両キャンパス(芸術の森、桑
園)間を移動することのないよう
な時間割編成を行う。 22 Ⅲ 

・１年次の共通教育科目は、水曜日、木曜日及び金曜日に両学部の学

生とも「芸術の森キャンパス」で実施し、看護学部の学生が同日中に

両キャンパスを移動することのない時間割を編成した。 

Ⅲ 

 

ｂ 図書の検索、貸出し・返却

はどちらの図書館において

も行えるようにする。 

・ 図書の検索、返却を、両キャン

パスの図書館において行えるよ

うにする。また、図書の貸し出し

は、その環境整備及び仕組みづく

りを検討する。 

23 Ⅲ 

・図書の検索、返却については、両キャンパスの図書館において、6
月1日から行えるようにした。図書の貸し出しについては、手続きの
処理時間がかかるため図書館司書の勤務条件を含めた体制を検討する

必要があり、19年度以降の運用開始へ向けて、企画委員会の図書・情
報専門部会で検討を進めた。 

Ⅲ 

 

ｃ 遠隔授業の増加及びｅラ

ーニング等による芸術の森

と桑園キャンパスとの間の

ネットワーク上の情報量の

増加に合わせ、適正な情報シ

ステムの拡張を図る。 

・ 平成 18 年度から遠隔授業、ｅ
ラーニングシステムを検証し、適

正な情報システムの拡張を検討

する。 
24 Ⅲ 

・遠隔授業、ｅラーニングシステムの使用状況等については、企画委

員会の図書・情報専門部会にて検討を行い、今後の遠隔授業および遠

隔会議の増加への対応の必要性について確認し、両キャンパスの遠隔

授業システムの拡充を図った。 
・また、情報システム自体についても同様に検証を行い、情報量の増

加に対応したシステム整備の必要性について確認し、１人あたりのメ

ールサーバの容量の増加、外部との回線の待機容量の増強等といった

見直しを行った。 

Ⅲ 
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中期計画 年度計画 項目

番号 
進捗

状況 実施状況・判断理由等 評価 評価結果の説明等 

(ｲ) 多様な授業・履修形態 (ｲ) 多様な授業・履修形態  

・ デザイン学部と看護学部の学生

が共に学ぶ講義を設定し、小グル

ープによる演習やフィールドワ

ークを実施する。 

25 Ⅲ 
・「共通教育科目」は、デザイン学部、看護学部合同で授業を行い、さ

らに「英語」等の演習科目は小グループに分けて授業を行った。また、

「スタートアップ演習」は、小グループに分けるとともに、個々のテ

ーマに基づいたフィールドワークを実施した。 

Ⅲ 
 

・ デザイン学部では、科目の特性

に合わせ、基礎となる知識を習得

する「デザイン原論」や「デザイ

ン史」などは講義による授業を実

施し、技術を習得する「造形基礎

実習」などは実習による授業を実

施する。また、講義・演習系科目

においては、コンピュータやプロ

ジェクターといった情報機器を

活用した授業を実施する。 

26 Ⅲ 

・デザイン学部では、基礎知識を習得する「デザイン原論」「デザイン

史」は講義による授業を実施した。また、技術を習得する「造形基礎

実習」は実習による授業を実施し、講義・演習系の科目においては、

コンピュータおよびプロジェクターといった情報機器の活用が必要な

授業（約7割の教員）は、全てこれを活用して授業を行った。 
Ⅲ 

 

・ 看護学部では、大学生としての

基本的学修態度、学修方法、表現

力を養うため、学生が主体的に調

査・学習し、プレゼンテーション

を行う演習を展開するほか、各種

メディア機器を用いた授業を行

うことにより、的確に知識・技術

を習得させる。また、知識・技術

を学生自らが修得するために、夜

間・土曜日に実習室やコンピュー

タ室を開放する。 

27 Ⅲ 

・看護専門科目ではパソコンやプロジェクターを用いた授業を行った。

特に、「看護観察技術論」等の演習科目では、的確に知識・技術を習得

するためにビデオカメラやＤＶＤを用いた授業を展開するとともに、

学生が小グループに分かれて、自ら調査・学習を行い、プレゼンテー

ションを行う演習を実施した。また、学生の自学・自習のため、夜間

及び土曜日に実習室やコンピュータ室を5月から開放した。 Ⅲ 

 

ａ 学問分野の特性に応じ、講

義・演習・実習等の授業形態

を組み合わせた教育を行う

とともに、必要に応じて、多

様なメディア機器等の活用、

セミナー、討論、プレゼンテ

ーション、現地調査などを実

施する。 

・ 全学生に対しTOEIC試験を実
施する。また、「英語Ⅱ」は習熟

度に応じたクラス編成を行う。 28 Ⅲ 
・１年次前期の「英語Ⅰ」定期試験で全学生に対して TOEIC試験を
実施した。その結果をもとに、「英語Ⅱ」は習熟度に応じたクラス編成

を行い、学生が学びやすい環境を整えた。             

 ・TOEIC試験（8月9日） 

Ⅲ 
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中期計画 年度計画 項目

番号 
進捗

状況 実施状況・判断理由等 評価 評価結果の説明等 

ｂ 社会人学生ニーズ等に対

応し、科目等履修生制度、聴

講生制度、研究生制度、特別

聴講学生制度を導入すると

ともに、長期履修学生制度等

の導入について検討する。 

・ 社会人等のニーズに対応するた

めに科目等履修生制度を導入し、

ホームページなどで募集する。 

29 Ⅲ 

・科目等履修生は大学設置基準第 31 条による制度で、本学において
も学則第53条で、「学長は、教授会の議を経て科目等履修生として入
学を許可し単位を与えることができる。」と規定し、制度を導入した。

科目等履修生については、後期から募集することにし、第7回教務学
生委員会（6月14日）で募集要項を作成し、ホームページ上で公開し
公募した。その結果、デザイン学部で社会人1名の応募があり、選考
の結果、入学を許可した。 
 ・開講科目数 共通教育科目  ：５              

        デザイン専門科目：２ 
        看護専門科目  ：４ 

Ⅲ 

科目等履修生の受入に係る方針

は、公立大学法人札幌市立大学定

款第25条第７号の規定により、教

育研究審議会の審議事項となって

いるが、審議を経ていないとのこ

となので、法人における意思決定

に係る適正手続に留意するよう要

望する。 

(ｳ) 実践的な授業の重視 (ｳ) 実践的な授業の重視  

・ 入学初期のアーリーエクスポー

ジャー教育として、看護職や関連

職種の活動の場を見学体験し、保

健、医療、福祉分野への関心と理

解を深め、看護を学ぶ動機付けと

するために「看護初期実習」を行

う。 

30 Ⅲ 

・入学初期の６月に、看護職が活動する場において、看護職や関連職

種の活動を見学体験し、保健・医療・福祉分野への関心と理解を深め、

看護学を学ぶ動機付けとするとともに、看護の実際を体験することに

より、他職種の専門性と看護職とのかかわりを理解することを目的と

した「看護初期実習」を行った。また、この実習等を通して今後とも

これらの施設と一層連携していくために、看護初期実習報告書を取り

まとめ、実習施設に送付した。                  

 ・看護初期実習(市立札幌病院、かしわ学園他)（6月5日～9日） 

Ⅲ 

 ａ デザイン関連企業・団体、

保健・医療・福祉関係機関等

社会の多様な組織と連携し

たインターンシップ・学外実

習、臨地実習等を行い、より

実務的な経験を得る機会の

拡充を図る。 

・ 実習先等におけるさまざまな危

険を回避し、学生が安心して演

習・実習を行うのに必要な保険の

必要性・重要性を理解できるよう

にガイダンスを行い、傷害・賠償

保険に加入させる。 

31 Ⅲ 

・看護学生が安心して演習・実習を行えるよう傷害・賠償保険加入の

必要性についてガイダンスを行い、実習中の事故等に対する不安を解

消するため、学生自身の傷害事故に加えて、実習先を含む賠償事故、

さらに実習中の微生物による感染事故にも対応する日本看護協議会共

済会の会員を対象とする保険に、全員が加入した。                  
 ・ガイダンス（4月10日） 

Ⅲ 

 

・ 豊富な実務経験を持つ専任教員

や企業人等の非常勤講師を活用

するなど職業人育成のため実学

の充実を図る。 
32 Ⅲ 

・企業や医療機関などで豊富な実務経験を有する専任教員を採用する

とともに、企業人等の非常勤講師を活用したほか、「札幌を学ぶ」では

行政や企業等様々な分野で活躍している優れた実務家をゲストスピー

カーに迎えた。また、早い時期から卒業後,目指す職業との動機付けを
図ることを目的とし、特別講演会を実施した。       
 ・特別講演会(3月5日)講師 ㈱キャリアバンク社長 佐藤良雄  

Ⅲ 

 ｂ 豊富な実務経験を持つ専

任教員や企業人等の非常勤

講師を活用するなど職業人

育成のため実学の充実を図

る。 

・ 将来、看護職として就業する動

機付けのために、教育・臨床経験

の豊富な外部講師を招聘し、特別

講義を公開で実施する。 33 Ⅲ 

・看護職を目指す動機付けとし、また、看護職としての責務を自覚す

るために、教育経験の豊富な外部講師を招聘し、日本における戦後の

社会情勢を踏まえた看護の歴史についての特別講義を、他の看護系養

成機関や医療機関等、広く市民に周知し公開して実施した。     

 ・特別公開講義「日本の戦後看護史」(9月26日)(92名)      
   講師(青森中央短期大学、ライダー島崎玲子)  

Ⅲ 
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中期計画 年度計画 項目

番号 
進捗

状況 実施状況・判断理由等 評価 評価結果の説明等 

ｃ 専門知識と高度な技術を

系統的に学習できるように

体系付け、演習と実習を多く

取り入れた教育課程を編成

するなど職業人育成に即し

た授業を行う。 

・ 看護学部では、「スタートアッ

プ演習」、｢基礎看護臨地実習Ⅰ｣

など１年次から演習と実習を取

り入れ、また、学部の特性に応じ

て、講義、演習、実習を体系的に

組み合わせ、専門知識や高度な技

術を修得できるような教育課程

を編成する。 

34 Ⅲ 

・看護学部では、1年次から「スタートアップ演習」「基礎看護臨地実
習Ⅰ」など演習・実習科目を実施することにより、講義、演習、実習

を体系的に組み合わせた。また、専門教育科目は、専門知識と高度な

技術を系統的に学習できるよう、演習・実習を多く取り入れ、効果的

に学習できるよう教育課程を編成した。 Ⅲ 

 

(ｴ) 履修指導方法 (ｴ) 履修指導方法  

ａ シラバスは、学習到達目標

が明確になるように作成し、

ホームページ等で公開する。

また、学生の意見を聴取する

などして一層の質的充実を

図る。 

・ シラバスに「科目のねらい、目

標」を明記するとともに、ホーム

ページでも公開する。また、学生

の授業評価等を参考にして、次年

度のシラバスの充実を図る。 
35 Ⅲ 

・各授業科目の学習到達目標が明確になるよう「科目のねらい、目標」

をシラバスに明記し、ホームページ上でも公開した。また、学生の授

業評価アンケートの結果、単に書き方についての説明だけではなく、

シラバスの概念にも触れる必要があることから「シラバス作成ガイド」

を第 15,16回教務学生委員会(11月 1日,11月 8日)で検討の上、作成
し、平成 19 年度開講科目を担当する教員に配布し、次年度のシラバ
スの充実を図った。  

Ⅲ 

 

ｂ 全教員を対象として、各分

野におけるＦＤ（ファカルテ

ィ・ディベロップメント）を

効果的に実施し、教育方法の

継続的な改善を図る。 

・ 全教員を対象として、各分野に

おけるＦＤ（ファカルティ・ディ

ベロップメント）を効果的に実施

し、教育方法の継続的な改善を図

る。 

36 Ⅲ 

・ＦＤについては総務委員会の所管事項とし、研修会を初年度から実

施し、教育方法の継続的な改善を図った。             

 ・ＦＤ研修会                               
 ①6月19日「高等教育と第三者評価」天野郁夫(東京大学名誉教授)
（60名）                   

  ②7月19日「領域別看護学の構築」（34名）           

 ③9月 29日「医療技術系教育におけるOSCEの導入について」阿
部和厚(北海道医療大学教授)（30名）             

 ④10月 18日「基礎看護学領域における演習・実習のすすめかたと
修得技術項目について」（25名）               

 ⑤11月 15日「キャンパス･ハラスメントとは？」田村信一(北星学
園大学副学長)（59名）                     

 ⑥11月 16日「入試における面接評価の客観性とスキルについて」
山岸みどり(北海道大学教授) （27名）      

  ⑦12月26日「iLife'05によるマルチメディアコンテンツ作成講習」
大渕一博(ﾃﾞｻﾞｲﾝ学部講師)（18名） 

Ⅲ 

 

ｃ 学生の段階的かつ効果的

な履修と学業のきめ細やか

な支援を可能とするセメス

ター制を実施する。 

・ 段階的かつ効果的な履修と学業

のきめ細やかな支援を可能とす

るセメスター制を開学当初から

実施する。 

37 Ⅲ 
・開学当初から、2 つの学期にわけて、学期ごとに単位認定を行うセ
メスター制を採用し、4月 1日から9月 30日までを前期、10月 1日
から3月31日までを後期として運用した。 Ⅲ 
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中期計画 年度計画 項目

番号 
進捗

状況 実施状況・判断理由等 評価 評価結果の説明等 

 ・ 各セメスターの授業開始前や看

護実習の開始前に、履修方法、実

習に臨む際の留意事項など、必要

に応じてきめ細やかな履修指導

（ガイダンス・オリエンテーショ

ン）を行う。 38 Ⅲ 

・各セメスターの授業開始前や看護実習の開始前に、シラバスや実習

要項を用いて、ガイダンスやオリエンテーションを実施した。その中

で、履修登録や成績評価の方法、履修モデル等について、具体的に説

明するとともに、看護実習については、実習時の各実習施設における

留意事項の順守、緊急時の対応、身だしなみや実習態度等を指導し、

効果的に科目を履修できるよう支援した。             

 ・全学及び学部ガイダンス(4月10日,9月29日)         

 ・全学オリエンテーション(5月1,2日)              
 ・看護オリエンテーション 
   看護初期実習（5月 22日,23日）基礎看護学臨地実習Ⅰ（1月

29日） 

Ⅲ 

 

・ 「英語Ⅱ」は習熟度に応じたク

ラス編成を行う。 
39 Ⅲ 

・学生の資質、学力に応じて学習できるよう、１年次後期の「英語Ⅱ」

については、前期「英語Ⅰ」の定期試験において実施した TOEICの
成績等をもとに、習熟度別のクラス編成を行った。     
 ・TOEIC試験（8月9日） 

Ⅲ 
 ｄ 多様化する学生の資質・学

力に対応して共通教育科目

を充実・強化するとともに、

必要に応じてリメディアル

教育（補完授業）の導入を検

討する。 
・ 一部専門基礎科目について補習

(特別講義)を実施する。 

40 Ⅲ 

・一部専門科目について、早い時期に、その科目に関する一定の知識・

技能を修得させ、動機付けを行うとともに、より理解を深めるため、

デザイン学部では、造形基礎実習の補講を実施した。 
・また、今後、共通・専門教育科目を通して、学習を進める上での基

礎となるコンピュータ系の科目で補講を実施した。         

 ①造形基礎実習補講（7月10日～31日 6コマ）(造形基礎実習Ⅰ、
20名)                                    

 ②マッキントッシュ講習会（9 月 22 日 3 コマ）(情報リテラシー
Ⅰ・Ⅱ、45名)                       

 ③工房安全講習会（9月 25日～26日 2コマ）(造形基礎実習Ⅱ、
59名)  

Ⅲ 

 

ｅ  履修科目の過剰登録を防
ぐ登録単位の上限制など単

位の実質化のための措置を

講じる。 

・ 履修科目の過剰登録を防ぐため

キャップ制を導入し、登録単位に

上限を設ける。 41 Ⅲ 
・履修科目の過剰登録を防ぎ、それぞれの履修科目を十分に修得させ

るために、学生が１年間に履修科目として登録できる上限を 46 単位
と設定した。 Ⅲ 
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中期計画 年度計画 項目

番号 
進捗

状況 実施状況・判断理由等 評価 評価結果の説明等 

ｆ 大学院設置後には、演習・

実習等におけるＴＡ（ティー

チング・アシスタント）制度

を導入するとともに、少人数

教育、習熟度別クラス、ｅラ

ーニング、遠隔授業等個々の

学生に見合った指導・教育を

可能にする多様な授業形態

や制度を整備する。 

・ 少人数教育、習熟度別クラス、

ｅラーニング等個々の学生に見

合った指導・教育を可能にする多

様な授業形態による教育を実施

する。 42 Ⅲ 

・英語では 20 人程度の少人数教育を実施し、後期からは習熟度別の
クラス編成を実施した。また、「札幌を学ぶ」や語学科目等でｅラーニ

ングシステム（Web Tube）を利用して、講義のフォローアップを行
い、個々の学生に見合った授業形態を整えた。 

Ⅲ 

 

ｇ  将来の進路に沿って適切
に科目を履修できるよう、具

体的な履修モデルを提示す

るとともに継続的な改善・工

夫を図る。 

・ デザイン学部では空間、製品、

コンテンツ、メディアの各コース

ごとに、看護学部では臨床、地域

の区分により具体的な履修モデ

ルを作成し、シラバスに明示す

る。 

43 Ⅲ 

・将来の進路を想定し必要な授業科目が履修できるよう、具体的な履

修モデルをシラバスや掲示板で周知するとともに、学部ガイダンスや

個別相談等で履修方法等を助言した。               

 ・学部ガイダンス（4月10日,9月29日） 
 ・看護学部学生個別面談（6月26日～8月11日） 

Ⅲ 

 

エ 学生の成績評価 エ 学生の成績評価  
(ｱ) 教育課程に適した公平か

つ適切な成績評価を可能と

する基準を設定する。 

・ 学則で成績評価基準を定め、学

生便覧に明示するとともに、科目

ごとの評価方法をシラバス、ホー

ムページで公開する。 

44 Ⅲ 
・「学則」及び「公立大学法人札幌市立大学履修等に関する規則」で、

大学としての成績評価基準を定めている。個々の授業科目における成

績評価の方法は、この基準に基づき科目責任者が策定し、シラバス、

ホームページで公開した。 

Ⅲ 
 

(ｲ) 教育課程における目標の

達成度の評価方法、各科目の

年度ごとの評価の整合性等

を継続的に検討し、成績評価

制度の充実・改善を図る。 

－ － － － － － 

(ｳ) 成績評価基準の周知徹底

を図るため、評価基準をシラ

バス、ホームページ等で公開

する。 

・ 学則で成績評価基準を定め、学

生便覧に明示するとともに、科目

ごとの評価方法をシラバス、ホー

ムページで公開する。（再掲） 

45 Ⅲ 

・「学則」及び「公立大学法人札幌市立大学履修等に関する規則」で、

大学としての成績評価基準を定めている。個々の授業科目における成

績評価の方法は、この基準に基づき科目責任者が策定し、シラバス、

ホームページで公開した。 

Ⅲ 

 

(ｴ) 成績評価を用いた優秀な

学生に対する奨学金制度を

検討するほか、表彰制度の整

備、充実を図り、学生の研

究・学習意欲を高める。 

－ － － － － － 
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中期計画 年度計画 項目

番号 
進捗

状況 実施状況・判断理由等 評価 評価結果の説明等 

(ｵ) 学生からの成績評価に対

する照会等の窓口を設置す

る。 

・ 学生からの成績評価に対する照

会等の窓口を両キャンパスに設

置する。 
46 Ⅲ 

・成績評価に疑義のある学生に対し、成績照会期間を設け、学生課お

よび桑園担当課に照会窓口を設置した。学生からの照会に対し、最終

的には担当教員から直接回答した。                

 ・成績照会期間 前期(9月11日～15日) 後期(3月5日～9日)  
 ・学生課、桑園担当課での照会件数は、前期、学生課5件 後期、
桑園担当課1件 

Ⅲ 
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Ⅰ 大学の教育研究等の質の向上に関する目標（住民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標） 
１ 教育に関する目標 
⑶ 教育の実施体制等に関する目標 

 

中
期
目
標 

ア 適正な教員の配置 

デザイン学部及び看護学部のそれぞれの授業科目及び当該授業科目により編成される教育課程の特徴に応じた教育研究実績、実務経験等を有する教員を、職位構成及び年齢構成にも配慮しな

がらバランス良く配置する。 

イ 教員の資質の維持向上 

札幌市立大学に入学する多様な学生等の教育需要にこたえ、質の高い教育を提供するために、教育を行う教員の資質の維持向上を図る必要があることから、授業の内容及び方法の改善を図る

ための研修及び研究に取り組む。 

ウ 教育環境の整備 

札幌市立大学における教育を実施するために十分な環境となるよう校地、施設・設備、備品・図書等の整備を図る。 
 

中期計画 年度計画 項目

番号 
進捗

状況 実施状況・判断理由等 評価 評価結果の説明等 

ア 適正な教員の配置 ア 適正な教員の配置  
(ｱ) 学部の完成年次である平

成２１年度まで順次教員を

採用し、教員組織を完成させ

る。その間に教育に関する目

標を達成するため、授業科目

や教育課程の見直しが行わ

れた場合には、求められる教

員の資質、研究実績等を把握

し、必要に応じ教員組織を見

直す。 

・ 平成 19 年度から授業を持つ予
定の教員を中心に、計画的に教員

を採用する。 

47 Ⅲ 

・設置認可申請書に基づき計画的に教員採用を進め、平成 19 年度に
向け、文部科学省の教員審査に適合した18名の教員を採用した。 
 内訳 ・デザイン学部、教授2名、准教授2名、講師 3名、助手 1

名 計 8名 
    ・看護学部、教授2名、准教授1名、講師2名、助手5名 計

10名 Ⅲ 

 

(ｲ) 大学院整備等で新たに必

要となる教員を採用する場

合には、将来的な教員の年

齢構成等にも配慮する。 

－ － － － － － 

(ｳ) 平成１９年度に実施され

る学校教育法の改正に対応

し、准教授並びに助教及び

助手の適切な任用及び配置

を行う。 

・ 准教授並びに助教及び助手の適

切な任用及び配置について検討を

行う。 

48 Ⅲ 

・第11回部局長会議(11月1日)で、 
 ①学校教育法の一部改正に伴い平成19年度から准教授を導入する。 
 ②助教と（新）助手については、導入の時期、在職者や採用予定者

の取扱いを検討する必要があることから、平成 19 年度は導入せ
ず、平成20年度当初から設けることで検討する。 

 ③これに伴う学則改正等の手続き等を併せて進める。 
とし、これを受け、第 4 回役員会、経営審議会・教育研究審議会(12
月1日)の審議を経て、学則を改正し、文部科学省に届け出た。 

Ⅲ 
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中期計画 年度計画 項目

番号 
進捗

状況 実施状況・判断理由等 評価 評価結果の説明等 

(ｴ) 教育現場と実務の積極的

な交流により教育研究の充

実を図るため、客員教授、

特任教授、臨地教授等の制

度を導入する。 

・ 実務経験の豊富な客員教授を任

用する。 
49 Ⅲ 

・実務経験の豊富な客員教授を任用するため「学則」第 13 条に基づ
き「公立大学法人札幌市立大学客員教授等称号授与規程」を定め、制

度の運用を開始した。 
・平成18年度は、前市立札幌病院長を客員教授として任用した。 

Ⅲ 

 

(ｵ) 教育効果を上げるため、

授業形態、受講者数等に応

じてＴＡ制度を導入する。
－ － － － － － 

イ 教員の資質の維持向上 イ 教員の資質の維持向上  
次の取組を開学初年度か

ら順次実施する。 

・ ＦＤについては、平成 18 年度
は総務委員会の所管事項とし、当

該委員会を中心に以下の取り組み

を行う。 

－ － － － － 

(ｱ) ＦＤの実施体制 －  
ＦＤについては、専任教

員の代表により構成するフ

ァカルティ・ディベロップ

メント委員会（以下「ＦＤ

委員会」という。）を設置し、

当該委員会を中心にして行

う。 

・ ＦＤについては、平成 18 年度
は総務委員会の所管事項とし、当

該委員会を中心に以下の取り組み

を行う。（再掲） 

50 Ⅲ 

・ＦＤについては総務委員会の所管事項とし、研修会を初年度から実

施し教育方法の継続的な改善を図った。              

 ・ＦＤ研修会                               
 ①6月19日「高等教育と第三者評価」天野郁夫(東京大学名誉教授)
（60名）                   

  ②7月19日「領域別看護学の構築」（34名）           

 ③9月 29日「医療技術系教育におけるOSCEの導入について」阿
部和厚(北海道医療大学教授)（30名）             

 ④10月 18日「基礎看護学領域における演習・実習のすすめかたと
修得技術項目について」（25名）               

 ⑤11月 15日「キャンパス･ハラスメントとは？」田村信一(北星学
園大学副学長)（59名）                     

 ⑥11月 16日「入試における面接評価の客観性とスキルについて」
山岸みどり(北海道大学教授)（27名）      

  ⑦12月26日「iLife'05によるマルチメディアコンテンツ作成講習」
大渕一博(ﾃﾞｻﾞｲﾝ学部講師)（18名） 

Ⅲ 

 

(ｲ) 授業開始前の対応 －  
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中期計画 年度計画 項目

番号 
進捗

状況 実施状況・判断理由等 評価 評価結果の説明等 

ａ 各教員が、授業内容・方

法を決定するに当たり、大

学・学部の教育上の目的、

育成する人材像、各授業科

目の教育目標・位置付け、

他の授業科目との接続関係

等について理解するため

に、これらの事項に関する

学長、学部長等による研修

等を行う。 

・ 授業開始前に教員の打合せを行

うほか、必要に応じて学内で研修

等を実施する。 

51 Ⅲ 

・教育方法の全学的な改善を図るため、上記、項目番号 50 記載のと
おり、研修会を行い、教育方法の継続的な改善を図った。 
・デザイン学部では、教員を対象に教員紹介ミニ講座において、関係

教員が、空間、製品、コンテンツ、メディア4コースの特徴やカリキ
ュラムの体系性等を、コース別にプレゼンテーションを行い、各コー

スの関連性、専門分野全体の理解を促した。                        
 ・教員紹介ミニ講座（6月26日、7月3日、10日、24日、31日） 
・看護学部においては、教員がカリキュラムの体系性等を理解するた

めに、学部長から概要説明を行うとともに、領域ごとにカリキュラム

の概要と領域の構築に向けたプレゼンテーションを行った。また、よ

り実践的な看護職を育成するために客観的臨床能力試験（OSCE)の導
入に係る研修を行い、さらに、看護各領域の基盤となる基礎看護の科

目展開について研修を行った。 
 ①学部長カリキュラム説明（4月28日）            

 ②領域別プレゼンテーション（7月19日） 
 ③OSCE研修（7月31日、9月25日、29日、2月15日）    

 ④基礎看護の科目展開（10月18日）  

Ⅲ 

 

ｂ 大学での授業が未経験の

教員に対しては、大学にお

ける教育制度の基本的な枠

組みを理解させるために、

ＦＤ委員会により、学校教

育法等に係る研修を行う。

－ － － － － － 

ｃ 教員が作成するシラバス

について、ＦＤ委員会におい

て、その記載項目、記載方法

等に関する一定のルールを

作成し、希望する教員に対し

て、記載方法等の指導・助言

を行う。 

・ 教務・学生委員会は、シラバス

の記載項目、記載方法等に関する

一定のルールを作成し、希望する

教員に対して記載方法等の指導・

助言を行う。 
52 Ⅲ 

・初めてシラバスを作成する教員にとっては、単に書き方についての

説明だけではなく、シラバスの概念にも触れる必要があるため「シラ

バス作成ガイド」を第15、16回教務学生委員会(11月1日,11月8日)
で検討の上、作成し、19年度開講科目を担当する教員に配布した。必
要に応じ、教務・学生委員会が記載方法等の指導・助言を行うことと

した。 

Ⅲ 

 

(ｳ) 授業開始後の対応 －  
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中期計画 年度計画 項目

番号 
進捗

状況 実施状況・判断理由等 評価 評価結果の説明等 

学生による授業評価アン

ケートや教員相互の授業参

観を実施し、その結果を教

員にフィードバックするこ

とにより、授業の内容及び

方法の改善に役立てる。 

・ 学生による授業評価アンケート

を実施し、その結果を教員にフィ

ードバックすることにより、授業

の内容及び方法の改善に役立て

る。 
53 Ⅲ 

・学生による授業評価アンケートを、第 10 回教務学生委員会（7 月
26日）で検討・作成し、ｅラーニングシステム（web tube）を使用し、
Web 上で実施した。前期アンケート終了後、第 12,19,20 回教務学生
委員会（9月 13日,1月 11日,1月 24日）で実施方法、実施内容につ
いて検討し、後期アンケートは、前期の結果と比較する視点から、前

期と同様の項目で実施した。                   

・今年度は、あくまでも教育の向上を目的とし、担当教員にのみ本人

の授業の結果を公開したが、今後、どこまで結果を公表・活用するか、

実施方法の再検討が課題となり、引き続き検討をしていくことにした。 
 ・授業評価アンケート 前期：7月31日～8月11日 
            後期：1月29日～2月19日 

Ⅱ 

アンケート結果を教員個人にフ

ィードバックするのは、最初の一

歩にすぎず、授業の内容及び方法

の改善に役立てたという点につい

て確認ができなかったので、「Ⅱ」

評価とする。今後は、授業の向上

に役立つための、次の利用法や結

果のフォロー体制の整備などへ結

び付けてほしい。 

(ｴ) その他の研修及び研究 －  

ＦＤに関する講演会の開

催、ＦＤに関する意見、情

報等の交換を行う場の設

定、ＦＤに関する研究会、

研修会等への教職員の派遣

等の取組を行う。 

・ ＦＤに関する講演会や学内の研

修会を実施するほか、両学部教員

による研究交流会を実施し、情報

交換を行う。 

54 Ⅲ 

・ＦＤについては、総務委員会所管事項とし、研修会を初年度から実

施した。                     
・ＦＤ研修会                               
 ①6月19日「高等教育と第三者評価」天野郁夫(東京大学名誉教授)
（60名）                   

  ②7月19日「領域別看護学の構築」（34名）           

 ③9月 29日「医療技術系教育におけるOSCEの導入について」阿
部和厚(北海道医療大学教授)（30名）             

 ④10月 18日「基礎看護学領域における演習・実習のすすめかたと
修得技術項目について」（25名）               

 ⑤11月 15日「キャンパス･ハラスメントとは？」田村信一(北星学
園大学副学長)（59名）                     

 ⑥11月 16日「入試における面接評価の客観性とスキルについて」
山岸みどり(北海道大学教授)（27名）      

  ⑦12月26日「iLife'05によるマルチメディアコンテンツ作成講習」
大渕一博(ﾃﾞｻﾞｲﾝ学部講師)（18名）              

・教員相互が研究テーマを発表することによって、教員相互の理解と

学内の教育・研究の活性化を図ることを目的に、両学部教員による研

究交流会を9月12日に実施した。全教員（46名、未発表者1名を含
む。）が参加し、2つのグループに分かれ、それぞれの研究テーマを紹
介し意見交換を行った。 

Ⅲ 
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中期計画 年度計画 項目

番号 
進捗

状況 実施状況・判断理由等 評価 評価結果の説明等 

 ・ ＦＤに関する外部の研究会や研

修会への教職員の派遣について検

討する。 

55 Ⅲ 

・幹部教職員の見識向上のため、大学に係る講演や他大学の報告があ

る定例会議に派遣した。                     

 ①公立大学協会総会(学長、事務局長) 
 ②同東部地区協議会(学長、事務局長） 
 ③同看護・保健部会総会(副学長) 
 ④事務局長連絡協議会(事務局長)       
 ⑤同学長会議(学長) 
 ⑥日本看護系大学協議会総会(副学長)           
・専門知識の養成のため教職員を、外部の研修会・研究会に派遣した。 
 ①メンタルヘルス研究協議会(デザイン学部助教授・講師) 
 ②大学教育改革プログラム合同フォーラム(看護学部教授) 

Ⅲ 

スタッフ・ディベロップメント

がＦＤに比べて遅れている。職員

も外部研修会へ派遣するなど、業

務向上の支援を強化してほしい。 

ウ 教育環境の整備 ウ 教育環境の整備  
(ｱ) 札幌市立高等専門学校及

び札幌市立高等看護学院が

使用しなくなる施設・設備

の効果的な転用を図るた

め、教職員による施設利用

の委員会を組織し、計画的

な施設整備・改修を進める。

・ 札幌市立高等専門学校及び札幌

市立高等看護学院の学年進行に伴

う施設、設備の転用については、

総務委員会の所管事項とし、教

育・研究機能が向上するよう検討

を行い、必要な整備を行う。 

56 Ⅲ 

・「公立大学法人札幌市立大学総務委員会規程」第 3条により、施設・
設備の整備（情報基盤の整備を除く。）に関する事項は、総務委員会の

所管事項であるので、札幌市立高等専門学校および札幌市立高等看護

学院の学年進行に伴う施設、設備の転用については、総務委員会が検

討を行った。 
・第4回総務委員会(7月26日)以降の総務委員会の施設・備品に関す
る転用を含めた全体的な検討の中で、検討方針を 
 ①大学全体の視点で検討する。 
 ②大学の完成年次及び高専、高看の閉校・終了時の転用を見据えて

検討する。 
 ③緊急性の程度に応じた順序付けをする。(特に学生の授業関係・学
習環境については優先的に配慮する。) 

 ④全体（両キャンパス）の利用計画は、これらの整理を踏まえ検討

する。 
とし、各学部・委員会での検討のうえ、総務委員会が、全体案を作成

し、最終的には第14回部局長会議(1月31日)で決定を受けた。 
・上記決定に基づき、札幌市立高等専門学校および札幌市立高等看護

学院の学年進行に伴う施設、設備の転用については、平成 19 年度か
らの教員数および開講科目数の増加に対応するため、教員研究室の増

設と基礎デザイン室・製図室の総合実習室への転用を図った。  

Ⅲ 
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中期計画 年度計画 項目

番号 
進捗

状況 実施状況・判断理由等 評価 評価結果の説明等 

(ｲ) 施設利用の点検・評価を

行い、産学連携等に資する

研究・実験スペースを確保

するとともに、共用スペー

スや福利厚生施設の効果的

で効率的な運用を図る。 

・ 学内施設利用に関する点検・評

価を行い、効果的で効率的な施設

運用を図るとともに、必要な措置

を講ずる。 57 Ⅲ 

・項目番号 56 に記載のとおりの決定を受け、これに基づき、学内施
設利用については、効果的で効率的な施設運用を図るため、平成 19
年度の教員数、開講科目数、学生数、施設の更新時期により検討を行

った。その結果、教員研究室の増設、基礎デザイン室・製図室の総合

実習室への転用、アリーナミーティング室の設置、実習室の空調整備

等の施設改修、図書館の設備の拡充、学生相談室の整備等を行うとと

もに、教育研究に必要な備品の整備を行った。 

Ⅲ 

 

・ 多様な授業形態を支援するため

に、eラーニングシステム、遠隔授
業システムを導入する。 58 Ⅲ 

・ｅラーニングシステム、遠隔授業システムを導入した。 
・平成18年度にwebtubeを使用した科目は以下の通り。 
 ・札幌を学ぶ ・英語ⅠA・ⅠB ・情報リテラシーⅠ・Ⅱ ・現代
社会と家族 ・感性科学 ・英語ⅡA・ⅡB ・統計の世界 ・対人
コミュニケーション 

Ⅲ 

 (ｳ) 学年進行に合わせ、専門

教育に必要な教育研究シス

テムや情報機器を整備する

とともに、多様な授業形態

を支援するために、平成１

８年度から e ラーニングシ

ステム、遠隔授業システム

等を導入する。 

・ 平成 19 年度以降の専門教育に
必要な教育研究システムや情報機

器、備品等の整備に関する検討を

行う。 59 Ⅲ 

・項目番号56に記載のとおりの決定を受け、平成19年度以降の専門
教育に必要な教育研究システムや情報機器、備品等の整備に関しては、

平成 19 年度の教員数、開講科目数、学生数、備品の更新時期により
検討を行った。その結果、大講義室のスクリーンの整備、ライブラリ

ーシアター・編集スタジオの機器更新、大型プリンターの設置等を行

った。 

Ⅲ 

 

・ 備品整備は総務委員会の所管事

項とし、検討を行う。 

60 Ⅲ 

・項目番号 56 に記載のとおりの決定を受け、これに基づき、備品整
備については、平成 19 年度の開講科目数、学生数、備品の整備業況
により検討を行った。その結果、大講義室のプロジェクターの設置、

大型プリンターの設置、遠隔装置の整備等を行った。  
Ⅲ 

 単に「検討を行う」という年度

計画では、何をどのように検討す

れば年度計画を達成したこととな

るのかが判断できず、評価するこ

とも難しいことから、今後は、年

度計画が公立大学法人の業績評価

の評価基準となることに意を用

い、このような年度計画の策定は

行わないよう要望する。 

(ｴ) 備品・図書等整備のため

に教職員による委員会を組

織し、年次整備計画の着実

な実施を進めるとともに、

毎年度、見直し等の計画調

整を行い、良好な教育研究

環境を整備する。 

・ 図書の選定については、企画委

員会の所管事項とし、検討を行う。

また、企画委員会に図書に関する

部会を置き、図書及び学術情報等

に係る環境改善について定期的に

検討を行う。 
61 Ⅲ 

・企画委員会のもとに「学術情報及び情報基盤の整備及び情報セキュ

リティーに関する事項並びに図書館の運営に関する事項」を審議する

図書・情報専門部会を設置し、図書の選書をはじめ、環境改善につい

て定期的に検討を行った。           
・老朽化したライブラリーシアター及び編集スタジオを再整備し、教

育、研究または地域連携の目的に使用できるようにするとともに、図

書館関係では、芸術の森教員閲覧室へのプロジェクター・スクリーン

設置、芸術の森集密書架への防犯カメラ設置、桑園へのロッカー設置、

両館のＰＣ増設などを行った。 

Ⅲ 

単に「検討を行う」という年度

計画では、何をどのように検討す

れば年度計画を達成したこととな

るのかが判断できず、評価するこ

とも難しいことから、今後は、年

度計画が公立大学法人の業績評価

の評価基準となることに意を用

い、このような年度計画の策定は

行わないよう要望する。 
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中期計画 年度計画 項目

番号 
進捗

状況 実施状況・判断理由等 評価 評価結果の説明等 

(ｵ) 図書等の整備は、札幌市

立高等専門学校からの移管

図書約30,100冊、札幌市立

高等看護学院からの移管図

書約 5,400 冊に開学準備に

揃えた約 5,900 冊の図書に

加え、平成 18 年度には約

6,500 冊、平成19 年度には

約 7,400 冊を整備する。そ

れ以降も図書や視聴覚資

料、雑誌、電子ジャーナル

等の充実を図る。 

・ 図書等については、平成 18 年
度中に約6,500点を整備するほか、
視聴覚資料、雑誌、電子ジャーナ

ル等についても選定作業を行い、

充実を図る。 

62 Ⅲ 

・図書については全8,500点を整備した。視聴覚資料（228点）、雑誌
（128 点）についても適宜整備した。電子ジャーナルについては看護
学部において、パッケージ契約で3種類(ｴﾙｾﾞﾋﾞｱｻｲｴﾝｽﾀﾞｲﾚｸﾄ､ｵｰﾋﾞｯﾄ､
ﾒﾃﾞｨｶﾙｵﾝﾗｲﾝ)、個別の契約で９タイトル整備した。さらに、４種類の
データベース(ｼﾅｰﾙ､ﾒﾄﾞﾗｲﾝ､ｻｲｷｲﾝﾌｫ､医学中央雑誌)を整備した。 

Ⅲ 
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Ⅰ 大学の教育研究等の質の向上に関する目標（住民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標） 
１ 教育に関する目標 
⑷ 学生への支援に関する目標 

 

中
期
目
標 

ア 学習支援及び学生生活支援 

教職員が学生からの学習相談、履修相談、生活相談、進路相談等に応じ、的確なアドバイスを行うことができる体制を整備する。 

また、学生のサークル活動等課外活動への支援を行う。 

さらに、就職を希望する学生に対しては、就職指導や就職活動支援を行う体制を整備し、就職に関する支援を行う。 

イ 留学生及び障がいのある学生に対する支援 

留学生及び障がいのある学生に対しても広く門戸を開くこととし、これらの学生にとって学びやすい環境と支援体制を整備する。 
 

中期計画 年度計画 項目

番号 
進捗

状況 実施状況・判断理由等 評価 評価結果の説明等 

ア 学習支援及び学生生活支援 ア 学習支援及び学生生活支援  

－ 
学生の修学・進路・生活を支援

するため、以下の取組みを行う。
－ － － － － 

(ｱ) 学生の修学・進路・生活

及び心身の健康等にわたる

各種相談等に教員が直接か

つ柔軟に対応する体制を設

ける。 

・ 夏季等長期休業期間中に生活指

導上必要な注意事項を周知する

ためにガイダンス等を行う。 63 Ⅲ 

・始業前の両学部ガイダンスで、学生に対し、生活面、健康面等にかか

る必要な注意事項を指導するためにガイダンスを行い、看護学部では、

夏季休業直前にも再度ガイダンスを行った。             

 ・両学部ガイダンス（4月10日,9月29日） 
 ・看護学部ガイダンス（8月1日） 

Ⅲ 

 

・ 両キャンパスに専門職を配置す

るなど、学生のメンタルヘルス、

生活相談等、学生生活全般（ハラ

スメント対策を含む。）を支援する

体制を整備する。 

64 Ⅲ 

・学生の健康管理のため、両キャンパスに共通の学校医を配置した。ま

た、専門のカウンセラーを配置し、月１回、メンタルヘルス、生活相談

等に応じるなど、学生生活全般を支援する体制を整備した。 Ⅲ 

 (ｲ) 学生のメンタルヘルス、

生活相談等、学生生活全般

（ハラスメント対策を含

む。）を支援する体制を充実

する。特に、平成１８年度

から専門的な職員を配置す

るなど学生の心身の健康の

保持増進とカウンセリング

のための機能強化を検討す

る。 

・ 看護学部においては、学生の修

学、進路、生活及び心身の健康に

わたる学生生活をサポートするた

めに看護学部教員がメンターとし

ての役割を担い、それぞれ数人の

学生を受け持つ体制（メンタリン

ググループ）を構築し相談に応じ

るほか、面談を行う。 

65 Ⅲ 

・看護学部では学生の学習、進路、健康などにわたる学生生活全般をサ

ポートするために、看護学部教員が、メンターとなって、数人の学生を

受け持ち、学生相談に応じる体制を整備し、各種相談に対応するととも

に、面談を実施した。                      

 ・個別面談（6月26日～8月11日） Ⅲ 

看護学部はメンター制を導入

しているが、それに比べ、デザイ

ン学部の学生に対する支援は手

薄である。分野による特色があっ

てもよいが、デザイン学部もメン

ター制の導入を検討してはどう

か。 
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中期計画 年度計画 項目

番号 
進捗

状況 実施状況・判断理由等 評価 評価結果の説明等 

(ｳ) 学生の意見・要望を反映

させるため、学生支援委員

会などを設置し、学生に対

するアンケート等を通じ

て、学生生活の実態や意向

を把握しながら、学生生活

を充実させる。 

・ 大学と学生の意思疎通を深め、

学生の課外活動など、学生生活を

サポートするため、学生支援委員

会を設置する。また、学生生活の

実態や意向を把握するため、学生

に対するアンケートを実施し、意

見・要望を把握する。 

66 Ⅲ 

・看護学部では学生の学習、進路、健康などにわたる学生生活全般をサ

ポートするために、看護学部教員が、メンターとなって、数人の学生を

受け持ち、学生相談に応じる体制を整備し、各種相談に対応するととも

に、面談を実施した。                       

 ・個別面談（6月26日～8月11日） 
Ⅲ 

 

(ｴ) 学生の自主的学習、課外

活動などを支援するため、

自家用車による通学ができ

るよう駐車場の整備につい

て検討する。 

・ 通学用の駐車場の必要性の検討

を行う。 
67 Ⅲ 

・項目番号56に記載のとおり、総務委員会で学内施設・備品を検討す
る中で、新たな駐車場の整備は、適地がないことから見送った。 
・学生の自家用車による通学は、平成19年度以降、引き続き検討を行
う。 

Ⅲ 

 

・ 学生の課外活動のための施設・

設備の検討を行う。また、学生の

福利厚生のため食堂の整備や自動

販売機を設置する。 
68 Ⅲ 

・項目番号56に記載のとおりの決定を受け、学生の課外活動として利
用できる施設・設備の検討を行い、学生団体の設立に伴い、その活動場

所を確保するため、アリーナミーティング室を設置した。また、芸術の

森キャンパスにおける学生数の増加に対応するため、学生の福利厚生の

ために食堂のテーブルと椅子を増設し、新たに自動販売機を設置した。 

Ⅲ 

 (ｵ) 豊かなキャンパスライフ

を送るため、課外活動の活

性化を支援するとともに、

課外活動施設・設備の充実

を図る。また、食堂・売店

等の福利厚生施設等を充実

させる。 

・ 学生の地域活動等に対して支援

を行う。 

69 Ⅲ 

・桑園地区の運動会、文化祭、絵本の読み聞かせなどの地域活動に、ボ

ランティアとして参加した学生に対して、連合町内会や各種団体との連

絡調整など、教職員が側面からサポートを行った。          

 ・ボランティア活動記録 
①大縄跳び大会（8月26日）、②運動会（9月3日）、③文化祭（10
月15日）、④餅つき大会（12月9日）、⑤絵本の読み聞かせ(随時) 

Ⅲ 

 

(ｶ) 就職情報の収集・提供を

一元化し、進路相談に応じ

る窓口を設置するととも

に、学生の就職に関する戦

略を構築し、キャリア教育、

インターンシップ、就職ガ

イダンス等を充実するなど

積極的に就職活動を支援す

る委員会などの学内体制を

平成２０年度までに整備す

る。 

・ 早期から就職や進路に関する意

識を持たせるため、１年次から本

学に紹介のあった就職・進路関連

情報を学生に対して開示する。ま

た、教務・学生委員会が中心とな

り、両学部に相談窓口を設ける。 70 Ⅲ 

・学部に紹介のあった就職関連情報を一元的に収集し、就職や進路に関

する意識を高めるため、ラウンジで学生に公開した。相談窓口は、各学

部の学生支援委員会が担当した。 
・また、教務学生委員会で就職・進路に関する方策や体制を、第11回
部局長会議（11月 1日）で就職活動を早期に展開する必要性を確認し
広報媒体について検討した。さらに、早い時期から卒業後目指す職業と

の動機付けを図ることを目的とし、特別講演会を実施した。      

 ・特別講演会(3月5日)講師 ㈱キャリアバンク社長 佐藤良雄  

Ⅲ 
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中期計画 年度計画 項目

番号 
進捗

状況 実施状況・判断理由等 評価 評価結果の説明等 

(ｷ) 行政、地元の企業や関係
機関・団体と連携した学生

の就職支援体制の整備を推

進する。 

－ － － － － － 

・ 各種奨学金制度の活用を支援す

るほか、学生納付金の減免制度を

整備する。 
71 Ⅲ 

・経済的理由により修学の継続が困難な学生に対して、「公立大学法人

札幌市立大学授業料及び入学料の免除等に関する規程」を定め、学生納

付金の減免制度を整備した。また、日本学生支援機構をはじめとした各

種奨学金を学生に周知し、適切な活用を支援した。         

 ・半額減免(前期8名 後期7名 計15名) 全額減免(後期2名) 
 ・日本学生支援機構奨学金貸与（79名） 

Ⅲ 

 (ｸ) 経済的理由により修学の

継続が困難な学生に対する

授業料の減免等、学生納付

金の減免制度を整備する。

あわせて、各種奨学金制度

の活用を支援するほか、多

様な奨学金制度の創設につ

いて検討する。 

・ 金融機関と提携した就学ローン

を創設する。 72 Ⅲ 
・学生及びその保護者が、入学金、授業料等の在学費用に関して優遇さ

れた金利で融資を受けられるよう地元金融機関と提携し提携教育ロー

ンを創設し、リーフレットで学生に周知した。 
Ⅲ 

 

(ｹ) 後援会・同窓会等の組織

を設け、これらと連携し、

学生生活の充実を図る。 

・ 平成 18 年度中に後援会を組織
する。 73 Ⅲ 

・学生の福利厚生、課外活動、就職活動、本学教育事業を支援し、学生

生活の充実を図るため、保護者4人を発起人とし、後援会を平成19年
2月に組織した。 

Ⅲ 
 

イ 留学生及び障がいのある

学生に対する支援 

イ 障がいのある学生に対する支

援  

(ｱ) 留学生に対する生活環境

の向上のための各種支援、

相談指導、地域社会との交

流等を支援する。 

－ － － － － － 

(ｲ) 障がいのある学生に対す
る修学上の支援と相談体制

を構築する。また、必要に

応じて設備・機器によるバ

リアフリー支援も併せて実

施する。 

・ 障がいのある学生に対し、就学

相談を行うほか、定期試験の受験

等についても必要に応じた措置を

講ずる。また、設備･機器等の整備

を行う。 74 Ⅲ 

・障がいのある学生に対し、学生支援委員会が中心となり就学上の支援

や相談に応じた。また、定期試験の受験の際に試験時間の延長等の措置

を講じた。 
・設備･機器等の整備については、新設施設については、エレベーター、

障がい者用トイレ等、芸術の森キャンパスの A 棟等については、エレ
ベーターを設置し、各種教材の貸出、バリアフリー等の設備・機器の整

備を行った。                           

 ・施設設備面 食堂スロープ、図書館における拡大読書器の設置 
 ・教務面 PC使用時のトラックボール貸与、USBハブ等の設置  

Ⅲ 
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Ⅰ 大学の教育研究等の質の向上に関する目標（住民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標） 
２ 研究に関する目標 
⑴ 研究の方向性、研究水準及び研究の成果に関する目標 

 

中
期
目
標 

ア 目指すべき研究の方向性 

「市民に開かれた大学」、「市民の力になる大学」及び「市民が誇れる大学」という三つの視点を掲げて、地域貢献という使命を果たし続けていくため、時代の要請に柔軟に対応しながら質の

高い研究を追究する。 

イ 研究水準及び研究の成果 

札幌市立大学が、まちづくり全体により大きな価値を生み出す「知と創造の拠点」としての役割を果たすことができる研究水準を確保する。 

札幌市立大学における研究の成果は、積極的に学外に公表するとともに、産業界や行政との連携による有効活用や地域・市民への還元を図る。 
 

中期計画 年度計画 項目

番号 
進捗

状況 実施状況・判断理由等 評価 評価結果の説明等 

ア 目指すべき研究の方向性 ア 目指すべき研究の方向性  
(ｱ) デザイン学部について

は、産業や芸術・文化の振興、

都市機能・都市景観の向上等

に寄与する研究を行う。 

・ デザイン学部については、産業

や芸術・文化の振興、都市機能・

都市景観の向上、都市再生と大学

連携等に関する基礎的な研究を

推進する環境の整備を行う。 
75 Ⅲ 

・基礎的な研究を推進するため、 
 ①職位に応じた個人研究費 
 ②法人が重視する分野の研究等を促進するため個人研究費から一定

割合(教授20%、助教授・講師15%、助手10%）を控除した額を原
資とした学術奨励研究費 

 ③デザインと看護の連携、地域貢献など本学の使命や意義に基づく研

究を遂行するための共同研究費を創設した。  
・平成18年度採択 学術奨励研究費 6件、3,993千円 
         共同研究費 学部内 1件 2,310千円、学部間 4

件 3,108千円 

Ⅲ 

 資金援助や資金配分面での制

度化を図っていることは評価で

きるが、それ以外の支援体制の工

夫がみられない。 

(ｲ) 看護学部については、看

護の基礎的な研究に加え、地

域看護の充実及び市民の健

康の保持増進に寄与する研

究を行う。 

・ 看護学部については、看護の基

礎的な研究を推進する環境の整

備を行う。 

76 Ⅲ 

・基礎的な研究を推進するため、 
 ①職位に応じた個人研究費 
 ②法人が重視する分野の研究等を促進するため個人研究費から一定

割合(教授20%、助教授・講師15%、助手10%）を控除した額を原
資とした学術奨励研究費 

 ③デザインと看護の連携、地域貢献など本学の使命や意義に基づく研

究を遂行するための共同研究費を創設した。  
・平成18年度採択 学術奨励研究費 6件、3,993千円 

共同研究費 学部内 1件 2,310千円、学部間 4
件 3,108千円 

Ⅲ 

資金援助や資金配分面での制

度化を図っていることは評価で

きるが、それ以外の支援体制の工

夫がみられない。 
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中期計画 年度計画 項目

番号 
進捗

状況 実施状況・判断理由等 評価 評価結果の説明等 

(ｳ) 環境、健康、生活、情報

等をキーワードに両学部の

共同研究に積極的に取り組

み、保健・医療・福祉分野を

対象とするデザインや看護

等新しい研究領域の開拓を

目指す。 

・ デザイン学部と看護学部の共同

研究を推進するため、学内の研究

者相互の研究領域の理解を深め

るため、全教員参加による、研究

交流会を実施する。 

77 Ⅲ 

・教員相互が研究テーマを発表することによって、教員相互の理解と学

内の教育・研究の活性化を図ることを目的に、両学部教員による研究交

流会を9月12日に実施した。全教員（46名、未発表者1名を含む。）
が参加し、2つのグループに分かれ、それぞれの研究テーマを紹介し意
見交換を行った。    
 ・研究交流会 9月 12日午前 9時～午後 5時 30分、桑園キャンパ
ス講義室2及び講義室3 

Ⅲ 

 

・ 国内外の競争的資金に関する情

報収集を積極的に行い、外部資金

導入による研究の促進を図る。 

78 Ⅳ 

・文部科学省および厚生労働省の科学研究費補助金をはじめ、国内外の

競争的資金に関する情報収集を積極的に行い、収集した研究補助金、助

成金に係る情報（17 件）を全教職員に周知し、外部資金の導入による
研究の促進を図った。 
・その結果、初年度にもかかわらず、円山動物園などのプロジェクト型

の受託研究をはじめ、計23件、93,180千円の外部資金を獲得し、うち
受託研究費は18年度計画値の約2倍以上の額を獲得するなど、学内の
研究を促進した。                         

 ・外部資金     計23件  93,180千円           

  ①科学研究費補助金 11件  31,341千円           

  ②受託研究費     9件  45,385千円           

  ③研究助成      1件    454千円           

  ④寄附金       2件  16,000千円  

Ⅳ 

・ スタッフの数と開学初年度と

いうことを考えると、優秀な実

績となっている。全国の科学研

究費補助金の取得ランキング

なども参考にして評価の位置

付けをしておくことを勧めた

い。 
・ 平成 18 年度の計画値を２倍

以上上回ったことは評価でき

る。 

(ｴ) 自主研究に加えて、期間

を限った受託・共同型の研究

に取り組み、特に競争的外部

研究費を導入した学内外で

行う特徴あるプロジェクト

型研究を推進する。 

・ 教員に対し、科学研究費補助金

の積極的な申請を促す。 

79 Ⅲ 

・5月応募締切りの平成 18年度「若手（スタートアップ）」と 11月締
切り分の平成 19年度の応募の促進を図った。5月締切り分については
メールにて周知し、個別的に対応した結果、13件の応募があり 2件が
採択された。平成 19年度の科学研究費補助金を募集する 11月締切り
分については、説明会(10月 11日)を実施し、その結果計 19件の応募
があり5件が新規採択された。                   
 ・平成 18年度科学研究費補助金 計 11件 31,341千円 (内 2件

2,280千円) 

Ⅲ 

 

イ 研究の水準及び研究の成果 イ 研究の水準及び研究の成果  
(ｱ) 研究者を受け入れやすい

環境（客員研究員・研修員制

度、研修派遣制度等）を整備

し、国内外の大学や研究機関

及び民間企業等との研究者

の人事交流を推進する。 

－ － － － － － 
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中期計画 年度計画 項目

番号 
進捗

状況 実施状況・判断理由等 評価 評価結果の説明等 

(ｲ) 大学の知を社会に還元す

るために、公開講座、研究会、

講演会等の開催や広報活動

を積極的に行う。 

・ 大学の知を社会に還元するた

め、公開講座、研究会、講演会等

を開催する。 

80 Ⅲ 

・大学の知を社会に還元するため、公開講座等を開催した。 
 ・附属図書館主催市民講座 Web2.0の時代（7月8日）(100名)   
 ・産学連携公開講座                       

  ①価値創造経済へのﾛｰﾄﾞﾏｯﾌﾟ(9月25日)(100名) 
  ②走れ札幌(10月21日)(50名) 
  ③札幌市立大学のﾌﾞﾗﾝﾄﾞ･ｱｲﾃﾞﾝﾃｨﾃｨｰ(11月2日)(100名) 
  ④ﾒﾃﾞｨｱﾃﾞｻﾞｲﾝの現在(2月2日)(90名) 
  ⑤ｸﾘｴｰﾀｰと創造都市(3月11日)(100名) 
 ・福祉工学デザイン講座                                         
     第1回(12月22日～3月 9日2 ｺｰｽ全4回 135名)              
     第2回( 1月13日～3月23日2 ｺｰｽ全4回 129名) 
 ・特別公開講義「日本の戦後看護史」（9月26日）(94名) 

Ⅲ 

 

(ｳ) 研究成果は紀要に掲載す

るとともに、教員一覧、研究

内容の紹介等の情報をホー

ムページ等において公開す

る。また、国内外を対象とし

た大学の教育・研究に関わる

広報を充実させる。 

・ 教員の研究成果を掲載するため

紀要を発行する。また、教員の研

究分野、研究内容等の情報をホー

ムページ等で公開する。 81 Ⅲ 

・教員の研究成果を掲載するため、紀要「SCU Journal of Design & 
Nursing -札幌市立大学研究論文集-」第1巻第1号を3月30日に発行
した。            
・また、ホームページの「学部案内」に「各学部専任教員一覧」を設け、

それぞれの教員の研究分野、研究内容等を紹介する教員プロフィールを

閲覧できるよう公開した。 

Ⅲ 
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中期計画 年度計画 項目

番号 
進捗

状況 実施状況・判断理由等 評価 評価結果の説明等 

(ｴ) 産業界等との連携を深

め、共同研究等を推進する体

制を整備するとともに地域

課題に対応した研究を促進

する。 

・ 産業界等との連携を深め、共同

研究等を推進する体制を整備す

るとともに地域課題に対応した

研究を促進する。 

82 Ⅳ 

・共同研究等を推進するため、業務は全学的には企画委員会の所管事項

とし、その事務は経営企画課が対応した。 
・行政や産業界との連携を深めるため、北海道や札幌市の関係部局をは

じめ、札幌商工会議所、北海道中小企業家同友会、その他民間企業等と

の情報交換・意見交換等を積極的に行い、連携に努めた。 
・その結果、以下のように地域課題に対応した共同研究や受託研究を行

うとともに、研究成果を地域社会に還元した。特に受託研究費について

は、初年度にかかわらず、9件、45,385千円と18年度計画値の約2倍
以上の額を獲得し、学内の研究を促進した。 
・共同研究費では 
 「地域における大学まちづくり：芸術の森地区アイデアタウン構想立

案と創造経済の創出に向けた調査・研究」、「積雪寒冷地域保健の確立に

むけて：積雪寒冷地域に居住する高齢者の主観的幸福感に影響を及ぼす

要因研究」、「高齢者・障がい者のための携帯型移乗・移動介助福祉機器

開発研究」等を採択した。 
・札幌市から 
 「芸術の森地区シーニックバイウェイ構想の実現に向けた空間デザイ

ンの研究」、「札幌市円山動物園のスネーク展に係る感性に訴えかける生

体展示の調査研究」、「札幌市円山動物園の感性科学に基づく総合デザイ

ンの調査研究」を受託した。 
・札幌商工会議所から 
 「札幌商工会議所100周年記念事業のブランドマークに関する研究」
等を受託した。 
・北海道中小企業家同友会が募集した「平成18年度 産学官連携推進
事業助成事業」に「北海道感性産業開発推進事業」が採択された。 
・財団法人北海道高齢者問題研究協会から 
 「地域の健康づくりグループの発展を促進するための基礎的研究」へ

の研究助成を受けた。 

Ⅲ 

受託研究及び研究費を積極的

に獲得したことは評価できる。ま

た、経営企画課を対応窓口として

担当組織を明確にしたことは評

価できる。しかし、実際の研究推

進のための人的・組織的支援体制

の整備は、まだ十分とはいえない

ので、「Ⅲ」評価とする。 

(ｵ) 研究成果を教育課程にフ

ィードバックすることによ

り、教育課程の一層の充実を

図る。 

－ － － － － － 

(ｶ) 研究成果は定期的に自己

点検・評価、外部評価を行い、

研究活動の検証体制を整備

する。 

－ － － － － － 
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Ⅰ 大学の教育研究等の質の向上に関する目標（住民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標） 
２ 研究に関する目標 
⑵ 研究の実施体制等に関する目標 

 

中
期
目
標 

ア 研究費 

４年制大学にふさわしい研究水準を確保するためには、教員の研究費が重要となることから、適正な額の個人研究費を配分するとともに、教員の共同研究に係る研究費を配分する。 

また、大学として重点的に取り組むべき研究等に研究費を厚く配分するとともに、教員の業績評価を実施し、その評価結果を研究費に反映させる。 

イ 研究の実施体制 

産・看・学・公連携の促進、デザインと看護の共同研究、地域の健康支援等を行うことができる体制を整備する。 
 

中期計画 年度計画 項目

番号 
進捗

状況 実施状況・判断理由等 評価 評価結果の説明等 

ア 研究費 ア 研究費  
・ 平成 18 年度から学部間及び学
部内で共同研究を公募し、研究費

を配分する。 

83 Ⅲ 

・デザインと看護の連携、地域貢献など本学の使命や意義に基づく研究

を遂行するため共同研究費を創設した。 
・5月17日募集、6月12日締切りで共同研究費を公募した。学長を委
員長とする審査委員会において、研究の連携性等について評価し、配分

額は、研究計画および審査結果により決定した。 
・平成 18年度採択 学部内共同研究 6件 7,475千円、学部間共同研
究 8件5,962千円  計14件13,437千円 

Ⅲ 

 (ｱ) 個人研究費については、

固定的に配分する資金以外

に、職業人の育成に資する教

育にフィードバックできる

研究、地域貢献やデザインと

看護の連携に資する研究等

大学において重点的に取り

組むべき研究等に研究費を

厚く配分し、中期目標の達成

及び中期計画・年度計画の遂

行を確保するために、教員か

らの申請等に基づき、学長等

の判断により配分先を決定

できる資金を、平成１８年度

に設ける。 

・ 個人研究費の一定割合を公立大

学法人に留保し、それを理事長等

の裁量により、重点的に取り組む

べき研究に厚く配分する学術奨

励研究費を創設する。 84 Ⅲ 

・法人が重視する分野の研究等を促進するため個人研究費から一定割合

(教授20%、助教授・講師15%、助手10%）を控除した額を原資とする
学術奨励研究費を創設した。 
・5月17日募集、6月12日締切りで学術奨励研究費を公募した。学長
を委員長とする審査委員会において、法人が重視する内容等について評

価し、配分額は、研究計画および審査結果により決定した。 
・平成18年度採択 13件6,944千円 

Ⅲ 

 

(ｲ) 平成２２年度をめどに、

教員が行う教育、研究、学内

運営、地域貢献等の業績を評

価する制度を導入するとと

もに、その評価の結果を研究

費に反映させることとし、研

究環境の向上のための研究

資金獲得に対するインセン

ティブを与える。 

・ 平成 22 年度をめどに予定して
いる、教員が行う教育、研究、学

内運営、地域貢献等の業績を評価

する制度の導入についての検討

を開始する。 85 Ⅲ 

・教員の教育研究活動の活性化、資質の向上を図るため、業績評価制度

を導入することとし、デザイン学部、看護学部各々3名、計6名からな
る教員評価制度特別委員会を設置し、ワーキング会議 5 回、委員会 6
回開催した。 
・教員が行う、教育、研究、学内運営、地域貢献等に関する業績を、公

正・公平かつ客観的・多面的に評価する教員評価について検討を進め,
試案を作成した。 

Ⅲ 
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中期計画 年度計画 項目

番号 
進捗

状況 実施状況・判断理由等 評価 評価結果の説明等 

(ｳ) 共同研究費については、

平成１８年度から、地域貢献

に資する共同研究に重点的

に配分するとともに、そのう

ちの一定部分について、デザ

インと看護の連携に関する

教員の共同研究のための研

究費とし、デザインと看護の

連携に関する研究を推進す

る。 

・ 平成 18 年度から学部間及び学
部内で共同研究を公募し、研究費

を配分する。（再掲） 

86 Ⅲ 

・デザインと看護の連携、地域貢献など本学の使命や意義に基づく研究

を遂行するため共同研究費を創設した。 
・5月17日募集、6月12日締切りで共同研究費を公募した。学長を委
員長とする審査委員会において、研究の連携性等について評価し、配分

額は、研究計画および審査結果により決定した。 
・平成 18年度採択 学部内共同研究 6件 7,475千円、学部間共同研
究 8件5,962千円  計14件13,437千円 

Ⅲ 

 

イ 研究の実施体制 イ 研究の実施体制  
(ｱ) 附属研究所（地域連携研

究・支援センター） 

(ｱ) 附属研究所（地域連携研究・支

援センター） 
 

・ 平成19年度から附属研究所（地
域連携研究・支援センター）を立

ち上げるための準備を進める。 87 Ⅲ 

・附属研究所の 19年度開設については、第 8回企画委員会（12月 25
日）において部局長会議・企画戦略会議の検討事項とし、第 5 回企画
戦略会議（1月31日）で経営戦略の中に位置付け、第16回部局長会議
（3月7日）および第5回役員会、経営・教育研究審議会（3月27日）
で決定した。 

Ⅲ 

 地域社会への貢献を具体

的に展開するために、平成１

９年度以降に附属研究所（地

域連携研究・支援センター）

を設置することとし、以下の

ような機能を整備する。ま

た、こうした機能や取組を効

果的に進めるために、平成１

８年度中にネットワークの

拠点となる都心部サテライ

ト施設を設置し、リエゾンオ

フィス機能を設ける。 

・ 地域貢献を具体的に展開するた

めの拠点施設として、平成１８年

度中に都心部にサテライト施設

を開設する。 
88 Ⅲ 

・一般市民を対象とした公開講座の開催等教育的な機能、民間企業との

産学連携窓口の機能、さらに生涯学習や看護師をはじめとする職能人を

対象としたリカレント教育の機能等を設けることを視野に入れたサテ

ライトキャンパスを、都心部に開設した。 
 ・施設概要 
  場 所 札幌市中央区北3条西4丁目 日本生命札幌ビル5階  
  設置日 10月24日 
  面 積 193㎡(会議室 2､ﾐｰﾃｨﾝｸﾞﾙｰﾑ 1､ｺﾋﾟｰ機､ﾊﾟｿｺﾝ､ﾈｯﾄﾜｰｸ等を

設置) 

Ⅲ 

 

ａ 産学公連携の促進機能 －  
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中期計画 年度計画 項目

番号 
進捗

状況 実施状況・判断理由等 評価 評価結果の説明等 

地元企業や他大学等との

共同研究や受託研究による

都市機能・都市景観の向上、

デザインやIT関連等の産業

振興策と連携した地域ブラ

ンド及び新産業の創出を支

援する。 

・ 地元企業や他大学等との共同研

究や受託研究による都市機能・都

市景観の向上、デザインや IT 関
連等の産業振興策と連携した地

域ブランド及び新産業の創出を

図る。 

89 Ⅲ 

・都市機能・都市景観の向上、デザインや IT関連等の産業振興策と連
携した地域ブランド及び新産業の創出を図る研究を推進した。 
・札幌市から 
 「芸術の森地区シーニックバイウェイ構想の実現に向けた空間デザイ

ンの研究」、「札幌市円山動物園の感性科学に基づく総合デザインの調査

研究」等を受託した。 
・札幌商工会議所から 
 「札幌商工会議所100周年記念事業のブランドマークに関する研究」
等の受託を受けたほか、北海道中小企業家同友会が募集した「平成 18
年度 産学官連携推進事業助成事業」に「北海道感性産業開発推進事業」

が採択された。 
・財団法人北海道科学技術総合振興センター（ノーステック財団）から

新産業創出を目指す産官学連携プロジェクトである「札幌 ITカロッツ
ェリアの創成」に係る研究を 2 件受託し、この研究では、加圧脈波計
等の試作品製作を行い、企画立案からソフトウェア開発・試作品製作ま

でトータルビジネスが展開できる企業群の創設・新生札幌 IT産業の創
設を目指している。  

Ⅲ 

 

ｂ デザインと看護の共同研

究機能 

－ 
 

デザイン・看護両学部の連

携によるユニバーサルデザ

インの視点に立った都市基

盤整備や医療･福祉分野を対

象とするデザイン研究に取

り組む。また、デザインと看

護の共同研究や異分野との

横断的な取組により、市民の

豊かな生活や健康を支援す

る。 

・ デザインと看護の連携を図り、

社会に寄与するための共同研究

を推進する。 

90 Ⅲ 

・デザインと看護の連携研究推進のため、共同研究費に学部間共同研究

費を創設した。 
・「高齢者・障がい者のための携帯型移乗・移動介助福祉機器開発研究」

等、学部間共同研究8件5,962千円を採択し配分した。 

Ⅲ 

 

ｃ 地域の健康支援機能 －  

看護職に対する専門的情

報の収集･提供、相談･指導窓

口の設置や、地域看護や在宅

看護、介護に関する相談・研

修等を通じて、市民のあらゆ

・ 都心部サテライト施設におい

て、地域の健康支援のための事業

の検討を行う。 91 Ⅲ 

・サテライトキャンパスにおいて、高齢者の転倒予防を目的とした福祉

工学デザイン講座を開催した。                   

 ・福祉工学デザイン講座                                         
      第1回(12月22日～3月 9日2 ｺｰｽ全4回 135名)             
      第2回( 1月13日～3月23日2 ｺｰｽ全4回 129名)  

Ⅲ 
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中期計画 年度計画 項目

番号 
進捗

状況 実施状況・判断理由等 評価 評価結果の説明等 

・ 地域看護や在宅看護・介護など

に関して看護関係団体、他の看護

系大学、行政等の関係機関と連携

するために専門の職員を配置し、

研修会、講演会などを開催する。 

92 Ⅲ 

・看護関係団体、医療機関、行政と地域看護や在宅看護等に関して連携

するために、地域連携コーディネーターを配置し、北海道看護協会など

の関係団体が看護学部に求める要望等を調査、協議するとともに札幌市

の関係部局と調整を行った。また、実習施設から要望のあった臨地実習

指導者の養成講習会の実施に向けた検討にあたって看護教員とともに

北海道、北海道厚生局の関係部局との協議を行なった。 
・日本看護系大学協議会等の看護関係団体に加入し、これらの団体とも

連携を深めるとともに、学内施設を利用した特別公開講義や研修会を開

催した。                             

 ・地域連携コーディネーター配置（6月） 
 ・関係協議会加入 日本看護系大学協議会、北海道看護教育施設協議

会、公立大学法人看護・保健部会                

 ・東日本地域部会開催（9月16日） 

Ⅲ 

 修等を通じて、市民のあらゆ

る健康な生活を支援する。

・ 医療機関や看護関係団体などと

教育研究上の連携を進めるため

施設見学会などを開催し、本学施

設を共同研究などの場として提

供する。 

93 Ⅲ 

・医療機関や看護関係団体、他大学などの看護職に対し、施設見学会を

実施した。他大学等の看護職と教員が本学の施設を共同研究の場として

利用しており、教育研究上の連携が図られつつある。         

 ・施設見学会 市立病院看護師長（5月11日）副看護師長（5月26
日）実習指導者（9月28日） 

 ・「性と健康を考える女性専門家の会」シンポジウム開催（6月7日） 
 ・北海道看護教育研究会役員・委員会議（7月14日より月１回開催）
 ・日本人口学会東日本地域部会開催（9月16日） 
 ・医療通訳養成講座～基礎編（10月29日） 
 ・他大学学部学生授業利用 北海道教育大学（1月4・5日） 
 ・道央圏周産期医療研修会開催（3月11日） 
 ・地域医療推進会議開催（3月27日） 

Ⅲ 

 

(ｲ) デザイン学部と看護学部

の共同研究実施体制 

(ｲ) デザイン学部と看護学部の共

同研究実施体制 
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中期計画 年度計画 項目

番号 
進捗

状況 実施状況・判断理由等 評価 評価結果の説明等 

各学部あるいは両学部に

おける研究は、産・看・学・

公の連携による取組を特色

とし、基礎研究に配慮しつつ

萌芽的・先端的研究への支援

体制を整備し、学術研究の活

性化と卓越した研究に取り

組む。 
また、道内外の大学・研究

機関等と連携・協力して研究

を推進する体制を整備する。

・ 平成 18 年度は共同研究の実施
体制の構築を主眼とし、横断的な

研究の可能性を模索する。共同研

究開始にあたり、研究費の配分あ

るいはその支援を行う。 

94 Ⅲ 

・共同研究の支援のためには、共同研究相手との出会いの場の設定なら

びに共同研究を推進するための資金が必要である。このため、共同研究

を支援するために以下の事業を実施した。 
・共同研究の業務は経営企画課において担当することとした。実施体制

の構築に向け、教員相互が研究テーマを発表することによって、教員相

互の理解と学内の教育・研究の活性化を図ることを目的に、両学部教員

による研究交流会を9月12日に実施した。全教員（46名、未発表者1
名を含む。）が参加し、2 つのグループに分かれ、それぞれの研究テー
マを紹介し意見交換を行った。 
・共同研究開始に当たり、デザインと看護の連携、地域貢献など本学の

使命や意義に基づく研究を遂行するため共同研究費を創設した。 
・5月17日募集、6月12日締切りで共同研究費を公募した。学長を委
員長とする審査委員会において、研究の連携性等について評価し、配分

額は、研究計画および審査結果により決定した。 
・平成 18年度採択 学部内共同研究 6件 7,475千円、学部間共同研
究 8件5,962千円    計14件13,437千円  

Ⅲ 
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Ⅰ 大学の教育研究等の質の向上に関する目標（住民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標） 
３ 地域貢献等に関する目標 
⑴ 地域貢献に関する目標 

 

中
期
目
標 

ア 地域の産業、まちづくり、保健・医療・福祉等への貢献 

大学が持つ多様な知的資源を地域に還元することにより、地域の産業、まちづくり、保健・医療・福祉等への貢献を果たす。 

イ 教育面での貢献 

職業人の継続教育や市民の生涯学習に対するニーズにこたえるため、大学の教育機能を積極的に提供していく。 

また、高等学校との高大連携を促進する。 

さらに、札幌市立高等専門学校及び札幌市立高等看護学院との連携を図る。 

ウ 大学間連携 

大学間のネットワーク形成に取り組み、各大学の特長のある教育研究機能を地域社会に還元する仕組みづくりを行う。 

エ 札幌市との連携 

札幌市の行政施策との緊密な連携によって、地域課題の解決に積極的に取り組み、その成果を広く市民に還元して、地域貢献を実現する。 
 

中期計画 年度計画 項目

番号 
進捗

状況 実施状況・判断理由等 評価 評価結果の説明等 

ア 地域の産業、まちづくり、

保健・医療・福祉等への貢

献 

ア 地域の産業、まちづくり、保健・

医療・福祉等への貢献 

 

・ 地域、産業界等に対する本学教

員についての情報提供を、ホーム

ページ等により積極的に行う。 

95 Ⅲ 
・ホームページの「学部案内」に「各学部専任教員一覧」を設け、それ

ぞれの教員の研究分野 to、研究内容等を紹介する教員プロフィールを
閲覧できるよう公開した。 

Ⅲ 
 (ｱ) IT 関連分野、観光分野等

のデザイン研究、北方圏の新

しいデザインモデルの創造

等に取り組む。 ・ 本学施設の地域開放を積極的に

行う。 96 Ⅲ 
・6月 19日より両キャンパスの図書館を市民に開放した他、日本サイ
ンデザイン協会の作品審査会場(6月 3日)およびシーニックバイウェイ
構想のワークショップ会場(10月14日)としてアリーナを開放した。 

Ⅲ 
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中期計画 年度計画 項目

番号 
進捗

状況 実施状況・判断理由等 評価 評価結果の説明等 

(ｲ) 医療･看護･介護機器やバ

リアフリー住宅に関する研

究開発等に取り組む。 

・ IT関連分野、観光分野等のデザ
イン研究等、地域活性化に取り組

む。 

97 Ⅲ 

・地域活性化に繋がる研究等について、以下のように取り組んだ。 
・6回開催した産学連携講座等では IT関連分野に係る最新情報を積極
的に提供した。 
・財団法人北海道科学技術総合振興センター（ノーステック財団）から

新産業創出を目指す産官学連携プロジェクトである「札幌 ITカロッツ
ェリアの創成」に係る研究を2件受託した。 
・札幌市から 
 観光分野の視点から、芸術の森地区住民および「まちづくりセンター」

と連携し、「芸術の森地区シーニックバイウェイ構想の実現に向けた空

間デザインの研究」の受託を受けた。 
 また、円山動物園については、「札幌市円山動物園の感性科学に基づ

く総合デザインの調査研究」に係る受託を受けるとともに、8月に発足
した「円山動物園リスタート委員会」の委員長に学長が委嘱され、3月、
「円山動物園基本構想」を策定し、活性化に貢献した。 

Ⅲ 

 

(ｳ) 地域住民等との連携によ

る地域文化の掘り起こしや、

都市機能・都市景観の向上に

つながる研究に取り組む。

・ 地域住民等との連携による地域

文化の掘り起こしや、都市機能・

都市景観の向上につながる研究

に取り組む。 

98 Ⅲ 

・地域文化の掘り起しや、都市機能・都市景観の向上につながる研究に

ついて、以下のように取り組んだ。 
・共同研究費として 
 「地域における大学まちづくり：芸術の森地区アイデアタウン構想立

案と創造経済の創出に向けた調査・研究」および「積雪寒冷地域保健の

確立にむけて：積雪寒冷地域に居住する高齢者の主観的幸福感に影響を

及ぼす要因研究」を採択した。 
・札幌市より 
 芸術の森地区住民及びまちづくりセンターと連携し「芸術の森地区シ

ーニックバイウェイ構想の実現に向けた空間デザインの研究」の受託を

受け、研究を進めた。 

Ⅲ 

 

(ｴ) 地場産品のデザイン研

究、農村等の環境や景観向上

に関する研究、地域看護に関

する研究に係る成果の他自

治体への提供等に取り組む。

・ 地場産品のデザイン研究、農村

等の環境や景観向上に関する研

究、地域看護に関する研究に係る

成果の提供等に取り組む。 

99 Ⅲ 

・研究のシーズの提供としては、教員をホームページにて紹介し、その

研究内容等を公開した。また、紀要の作成を通じて研究成果の提供に取

り組んでいる。 
・財団法人北海道科学技術総合振興センター（ノーステック財団）から

受託した新産業創出を目指す産官学連携プロジェクトである「札幌 IT
カロッツェリアの創成」における研究の中で、加圧脈波計等の試作品製

作を行い、企画立案からソフトウェア開発・試作品製作までトータルビ

ジネスが展開できる企業群の創設・新生札幌 IT産業の創設を目指して
取組んだ。 

Ⅲ 

 

イ 教育面での貢献 イ 教育面での貢献  
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中期計画 年度計画 項目

番号 
進捗

状況 実施状況・判断理由等 評価 評価結果の説明等 

(ｱ) リカレント教育、公開講

座等の教育機能、企業等との

窓口機能等を持った都心部

サテライト施設を平成１８

年度中に設置する。また、都

心部サテライト施設では、遠

隔授業に対応した多様なメ

ディア機器等の整備や情報

ネットワーク等の充実を図

る。 

・ リカレント教育、公開講座等の

教育機能、企業等との連携の窓口

機能等を持った都心部サテライ

ト施設を平成 18 年度中に設置す
る。 

100 Ⅲ 

・一般市民を対象とした公開講座の開催等教育的な機能、民間企業との

産学連携窓口の機能、さらに生涯学習や看護師をはじめとする職能人を

対象としたリカレント教育の機能等を設けることを視野に入れたサテ

ライトキャンパスを、都心部に開設した。 
 ・施設概要 
  場 所 札幌市中央区北3条西4丁目 日本生命札幌ビル5階  
  設置日 10月24日 
  面 積 193㎡(会議室 2､ﾐｰﾃｨﾝｸﾞﾙｰﾑ 1､ｺﾋﾟｰ機､ﾊﾟｿｺﾝ､ﾈｯﾄﾜｰｸ等を

設置) 

Ⅲ 

まずは開設した段階であり、常

駐スタッフも含め、体制や中身は

まだこれからであると考える。 

(ｲ) 市内の生涯学習機関等と

連携した多様なメニューを

提供するとともに、デザイン

分野及び看護分野における

専門職業人の継続教育等へ

の需要にこたえる各種プロ

グラムを開発する。 

・ 札幌市生涯学習センター等と連

携し、デザイン分野及び看護分野

における専門職業人の継続教育

等の検討を行う。 101 Ⅲ 

・札幌市生涯学習センター事業課学習企画・視聴覚担当とセンターおよ

び大学の連携について協議検討を行った。なお、今年度については具体

的な企画に至らず、次年度以降に再度検討を行うこととなった。 
Ⅲ 

 

(ｳ) 平成１８年度から、本学

の教職員及び学生以外の市

民に対して、図書館を開放す

る。 

・ 本学の教職員及び学生以外の市

民に対して、両キャンパスの図書

館を開放する。 

102 Ⅲ 

・両キャンパス図書館を市民に開放した。 
 ・開放日 ６月19日（月）より 
 ・開放時間 平日：午前9時～午後9時、土曜日：午前10時～午後

4時、大学長期休業期間中：午前9時～午後5時、日曜・祝日・年
末年始休館 

 ・利用資格 札幌市に在住・在勤する20歳以上の方 
 ・図書利用 当面、図書の館内閲覧のみとし、貸出しに向けた体制を

整えることとする。 

Ⅲ 

今後は、広報と市民への貸出し

を推進してほしい。 
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中期計画 年度計画 項目

番号 
進捗

状況 実施状況・判断理由等 評価 評価結果の説明等 

(ｴ) 高校生対象の公開授業・

授業聴講制度等高校生が大

学の講義を受講できるシス

テムの整備、高校関係者との

協議会の設置等、高等学校と

の連携を強化する。また、小

中学生に対しても大学の持

つ教育機能を提供する。 

・ 中学校及び高等学校に対して、

出前講座や特別授業等を行う。 

103 Ⅲ 

・教員が高校へ赴き、高校生を対象とした出前講座を実施した。また、

高校関係者との協議の場を設け、高校生が大学の講義を受講できるシス

テム等を検討した。さらに中学生を対象とし、総合的な学習の一環とし

て職業体験のキャリア教育を行った。 
 ・デザイン学部 
  旭丘高校     「空間デザインにおける建築士の役割」(11月15日) 
  国際情報高校 「ユニバーサルデザイン」「コンテンツとメディアデ
ザイン」(11月15日) 

 ・看護学部 
  新川高校 「ナイチンゲールの業績」「メンタルヘルスについて」

(10月26日) 
  石狩市立花川北中学校「北中タイム（職業体験）」（8月28日） 
  北広島市立大曲中学校「自分の今後の生き方を考える」（8月29日） 
  江別市立江陽中学校「職場見学学習（職場見学）」（10月19日） 

Ⅲ 

 

(ｵ) 札幌市立高等専門学校及
び札幌市立高等看護学院の

並存期間中における両校の

教育環境を維持・向上させる

ため、教育研究面で積極的に

連携・協力する体制を構築す

る。 

・ 札幌市立高等専門学校及び札幌

市立高等看護学院の教育環境を

維持・向上させるため、教育研究

面で積極的に連携・協力を図る。 104 Ⅲ 

・札幌市立高等専門学校については札幌市教育委員会と高専大学連携事

業に関する協定書を締結、札幌市立高等看護学院については、文書依頼

に基づき高看の実習に看護学部教員が非常勤講師（無報酬）として参加

するなど、教育研究面で積極的に連携・協力を図るとともに、図書館、

体育館などの教育研究施設の活用および運用においても協力体制を図

った。 

Ⅲ 

 

ウ 大学間連携 ウ 大学間連携  

大学間の単位互換や大学

施設の相互利用、大学間連携

による共同講義、共同公開講

座、共同研究等の実施などの

施策について検討し、順次整

備する。 

・ 大学図書館間の相互貸借、文献

複写等学術情報に係る研究支援

連携を行う。 
105 Ⅲ 

・日本看護図書館協会に加盟し、文献複写等の研究支援業務を実施した。

その他、国立情報学研究所で運用する「Nacsis ILL」について、19
年度の加盟に向けて、企画委員会の図書・情報専門部会にて検討を進め

た。 Ⅲ 

 

エ 札幌市との連携 エ 札幌市との連携  
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中期計画 年度計画 項目

番号 
進捗

状況 実施状況・判断理由等 評価 評価結果の説明等 

上記取組のうち、札幌市の

行政施策と関連する部分に

ついては、札幌市が設立する

公立大学法人であるメリッ

トを生かして、当該施策との

緊密な連携によって、様々な

地域課題の解決に積極的に

取り組み、地域貢献を実現す

る。 

・ 札幌市の政策課題に関し、関係

部局とのディスカッションを行

い、地域課題の解決に対する取組

みを行う。 

106 Ⅲ 

・札幌市の大学所管担当部局と毎月 1 回意見交換を行うとともに、産
業経済、生涯学習所管部局と意見交換を行うなど情報収集に取組み、以

下のように、地域課題の解決に対する取組みを行った。 
・札幌市から、 
 芸術の森地区住民および「まちづくりセンター」と連携し「芸術の森

地区シーニックバイウェイ構想の実現に向けた空間デザインの研究」に

係る受託を受けた。 
・円山動物園については、「札幌市円山動物園の感性科学に基づく総合

デザインの調査研究」に係る受託を受け、8月に発足した「円山動物園
リスタート委員会」の委員長に学長が委嘱され、3月「円山動物園基本
構想」を策定した。 

Ⅲ 
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Ⅰ 大学の教育研究等の質の向上に関する目標（住民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標） 
３ 地域貢献等に関する目標 
⑵ 国際交流に関する目標 

 

中
期
目
標 

ア 海外大学との連携等 

海外の大学との連携及び大学関連の国際機関への参加を通じて、学生の国際交流及び教員間の学術交流を促進することによって、教育研究の高度化を目指す。 

イ 留学生の受入れ 

外国人留学生を受け入れることによって、国際貢献を果たすとともに、日本人学生の国際性をはぐくむ。 

 

中期計画 年度計画 項目

番号 
進捗

状況 実施状況・判断理由等 評価 評価結果の説明等 

ア 海外大学との連携等 ア 海外大学との連携等  
(ｱ) 海外の大学・研究機関等

との連携や協定による研究

者・学生の交流制度等の充実

を推進する。 

・ 海外の大学・研究機関等との連

携や協定による研究者・学生の交

流を推進する。 

107 Ⅲ 

・4月 26日に韓国大田市にある又松大学関係者および学生が来学し、
学内視察を行った。 
・ｵﾗﾝﾀﾞ･ﾃﾞﾙﾌﾄ工科大学教員および学生と国際ﾃﾞｻﾞｲﾝﾜｰｸｼｮｯﾌﾟを開催し

た。(8月17日～25日） 
・韓国大田市にある又松大学と大学間提携を調印した。（6月17日）こ
の調印の中で、教職員、学生の交流を推進することとしている。 
・第 12回部局長会議(12月 6日)で理事長からの｢海外大学等との提携
の条件｣について検討するとの要請を受け、第9、10回企画委員会(1月
24日,2月27日)で「国際交流協定に関する基本方針」の作成を検討し、
継続審議している。 

Ⅲ 

 

(ｲ) 海外の優れた研究機関等

との連携による国際共同研

究を推進するとともに、国際

会議等を開催し、研究活動の

相互交流を促進する。 

－ － － － － － 

(ｳ) UMAP（アジア太平洋大
学交流機構）等の大学関連国

際機関へ参加する。 

・ UMAP（アジア太平洋大学交流
機構）等の大学関連国際機関に参

加する。 

108 Ⅲ 
・UMAPへの登録を行い、UMAP参加大学リストに加えられた。 

Ⅲ 
 

(ｴ) 上記事項を推進するた
め、国際交流の企画と推進を

行う体制を整備する。 

・ 札幌市内の国際交流団体と連携

を図る。 109 Ⅲ 
・札幌国際プラザが主催する札幌圏大学国際交流フォーラムに加入し、

札幌圏の他大学等との連携を図った。 Ⅲ 
連携の中身をこれから詰めて

ほしい。 

イ 留学生の受入れ イ 留学生の受入れ  
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中期計画 年度計画 項目

番号 
進捗

状況 実施状況・判断理由等 評価 評価結果の説明等 

(ｱ) 海外の交流協定校等との

教育研究の連携を強化する

とともに、交流の実効性を高

めるための明確な受入れ方

針を確立する。 

・ 留学生受入規則を整備し、受入

体制づくりを進める。 

110 Ⅲ 

・「公立大学法人札幌市立大学留学生受入規則」を制定し、留学生の受

入れに関する事項については、教務学生委員会の所管事項とし、その事

務は学生課が対応した。 
・なお、第20回教務学生委員会（1月24日）で、留学生の受入方針に
ついて検討し、入学試験の段階で一定の日本語能力や学力を備えた留学

生を受け入れていくことにした。 

Ⅲ 

 規則、方針、担当部局を決定し

たことは評価できる。しかし、実

質的な受入れが進んでいないた

め、それに伴う実際的な受入体制

は、まだ整っているとはいえな

い。 
(ｲ) 留学生に対する生活環境

の向上のための各種支援、相

談指導、地域社会との交流等

を支援する。 

－ － － － － － 
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Ⅱ 業務運営の改善及び効率化に関する目標 
 １ 運営体制・手法に関する目標 
  ⑴ 理事長のリーダーシップに関する目標 

 

中
期
目
標 

公立大学法人札幌市立大学では、当該法人の理事長を札幌市立大学の学長とすることにより、公立大学法人の経営と大学の教育研究の責任者として、理事長がリーダーシップを発揮しやすい環

境をつくり、業務運営を改善するとともに、効率的な法人運営を行う。 

 

中期計画 年度計画 項目

番号 
進捗

状況 実施状況・判断理由等 評価 評価結果の説明等 

ア 公立大学法人の経営戦略

の策定 

ア 公立大学法人の経営戦略の策定  

平成１８年度中に、公立大

学法人全体の経営戦略を、役

員会等の審議を経て、理事長

が策定する。 

・ 公立大学法人全体の経営戦略

を、役員会等の審議を経て理事長

が策定する。 

111 Ⅲ 

・第 5回経営審議会、教育研究審議会及び役員会(3月 27日)の審議を
経て、理事長が戦略的に大学運営を行っていくため、特に重点的に推進

していくべき目標として、①市民が誇れる特色ある大学を目指す。②教

育内容の充実と行き届いた学生支援に取り組む。③多様な連携を促進

し、研究成果等を地域に還元する。④競争的な環境に対応するため、自

立的、効率的な大学運営を推進する。を掲げた「公立大学法人札幌市立

大学経営戦略」を策定した。 

Ⅲ 

 

イ 役員会及び理事のサポート イ 役員会及び理事のサポート  

・ 理事長及び理事を構成員とし、

中期目標、中期計画、予算・決算、

重要な組織の設置・廃止等公立大

学法人における最重要事項を審

議する役員会を設置する。 112 Ⅲ 

・理事 4名（常勤学内理事 1名、非常勤学外理事 3名）を構成員とす
る役員会を設置した。                                             
 ・開催日程及び議題                      

  ①第1回(4月 1日）中期目標・業務方法書・予算他 
  ②第2回(6月20日）中期計画 
  ③第3回(9月22日)平成18年度年度計画 
  ④第 4回(12月 1日)学校教育法の一部改正に伴う学則改正・教職

員の給与に関する規程の改正 
  ⑤第 5回(3月 27日) 経営戦略・平成 19年度年度計画及び予算・

給与改定 

Ⅲ 

 平成１８年度から、理事

長及び理事を構成員とし、中

期目標、中期計画、予算・決

算、重要な組織の設置・廃止

等公立大学法人における最

重要事項を審議する役員会

を設置する。 
  理事は、複数任命すると

ともに、それぞれの理事が専

門性を発揮して理事長をサ

ポートするために、理事の役

割を分担する。 

・ 理事は、複数任命するとともに、

それぞれの理事が専門性を発揮

して理事長をサポートするため

に、理事の役割を分担する。 
113 Ⅲ 

・理事の業務を「看護学部に係る教育研究・学生・入学者選抜・評価に

関すること」「デザイン学部に係る教育研究・人事・労務に関すること」

「予算及び決算・財務会計・公立大学法人の経営に関すること」「地域

貢献・産看学公連携・国際交流・広報に関すること」に分担し、各理事

の責任体制のもと全学的な視点に立った業務執行を行った。 

Ⅲ 

 

ウ 企画戦略室の設置等 ウ 企画戦略室の設置等  
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中期計画 年度計画 項目

番号 
進捗

状況 実施状況・判断理由等 評価 評価結果の説明等 

平成１８年度から、理事

長、学内理事、部局長等を構

成員とし、公立大学法人の運

営に係る戦略を企画・立案す

る企画戦略室を設置すると

ともに、事務局に、企画戦略

室に係る業務をサポートす

る職員を５人程度配置する。

・ 理事長、学内理事、部局長等を

構成員とし、公立大学法人の運営

に係る戦略を企画・立案する企画

戦略室を設置するとともに、事務

局に、企画戦略室に係る業務をサ

ポートする職員を５人程度配置

する。 

114 Ⅲ 

・理事長、理事(副学長兼看護学部長)、デザイン学部長、図書館長、事
務局長を構成員とし、公立大学法人の運営に係る戦略を企画・立案する

企画戦略室を設置した。 
・企画戦略室に係る業務は経営企画課の 6 人の職員が担当し、審議事
項の取りまとめ、資料・議事録の作成等の業務をサポートした。 
・今年度は6回の企画戦略会議(企画戦略室構成員による会議)を開催し、
役員会、経営及び教育研究審議会に図る、平成18年度年度計画、平成
19年度年度計画及び予算、経営戦略等を企画・立案した。 

Ⅲ 

 

エ 学内の資金配分 エ 学内の資金配分  
(ｱ) 研究費については、平成

１８年度から、個人研究費の

一定割合を公立大学法人に

留保し、それを理事長等の裁

量により、重点的に取り組む

べき研究に厚く配分する仕

組みを導入する。 

・ 個人研究費の一定割合を公立大

学法人に留保し、それを理事長等

の裁量により、重点的に取り組む

べき研究に厚く配分する学術奨

励研究費を創設する。 

115 Ⅲ 

・法人が重視する分野の研究等を促進するため個人研究費から一定割合

(教授20%、助教授・講師15%、助手10%）を控除した額を原資とした
学術奨励研究費を創設した。 
・5月17日募集、6月12日締切りで学術奨励研究費を公募した。学長
を委員長とする審査委員会が、法人が重視する内容等について評価し、

配分額は、研究計画および審査結果により決定した。 
・平成18年度採択 13件6,944千円 

Ⅲ 

 

(ｲ) 研究費以外の予算につい

ても、平成１９年度予算以降

は、公立大学法人全体の経営

戦略、札幌市立大学の教育研

究上の理念・目的等を考慮し

て、理事長が予算編成方針を

策定し、予算を重点的に配分

するとともに、理事長が裁量

により配分することができ

る資金を設けるなど、理事長

が戦略的かつ柔軟に予算編

成・資金配分を行うことがで

きる仕組みを導入する。 

・ 平成 19 年度予算編成方針は、

公立大学法人全体の経営戦略、札

幌市立大学の教育研究上の理

念・目的等を考慮して理事長が策

定する。 

116 Ⅱ 

・開学初年度で平成18年度計画の策定が9月下旬となっため、計画と
比較した予算の執行状況の把握が難しいことや、次年度予算策定のため

の指標が得にくい状況から、平成19年度予算については、全体的な予
算編成方針の策定には至らなかった。 
・そのため、平成19年度予算については、理事長が戦略的に大学運営
を行っていくため、特に重点的に推進していく目標を掲げた「公立大学

法人札幌市立大学経営戦略」を策定し、これを策定する過程において、

理事長のトップマネジメントのもと全学的な視点に立った経営戦略を

推進する財源を確保するという方針に基づき、平成19年度予算を編成
した。 
・なお、「公立大学法人札幌市立大学経営戦略」とともに、平成 19 年
度予算については、第 5回経営・教育研究審議会（3月 27日）の審議
を経るとともに、第5回役員会（3月27日）の議を経て、決定した。 

Ⅱ 

 予算編成方針が策定されてい

ないことから、「Ⅱ」評価とする。 

予算編成方針の策定は、年度計

画事項であるのみならず、中期計

画事項でもあることから、平成20

年度以降の予算編成に当たって

は、必ず予算編成方針を策定する

とともに、それをすべての教職員

に周知するよう要望する。 
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Ⅱ 業務運営の改善及び効率化に関する目標 
 １ 運営体制・手法に関する目標 
  ⑵ 公立大学法人の組織に関する目標 

 

中
期
目
標 

公立大学法人にとって最も重要な組織である役員会並びに経営審議会及び教育研究審議会については、その専門性を高めるとともに、市民に開かれた透明性の高い法人運営を行う。 
また、民主的学内運営に配慮しながら、教授会、学内委員会等の位置付けや役割については、公立大学法人制度にふさわしいものとする。 

 

中期計画 年度計画 項目

番号 
進捗

状況 実施状況・判断理由等 評価 評価結果の説明等 

ア 理事並びに経営審議会及

び教育研究審議会の委員へ

の学外者の登用 

ア 理事並びに経営審議会及び教育

研究審議会の委員への学外者の

登用 

 

次の取組を平成１８年度

から実施する。 
－ － －   － 

(ｱ) 役員会の構成員となる理

事には、経営、財務、地域貢

献、産・看・学・公連携等に

係る専門家・有識者である学

外者を積極的に登用する。

・ 役員会の構成員となる理事に

は、経営、財務、地域貢献、産・

看・学・公連携等に係る専門家・

有識者である学外者を積極的に

登用する。 

117 Ⅲ 

・理事4名のうち、3名を学外理事とし、経営、財務、地域貢献、産・

看・学・公連携等に高い見識を有する人材として、民間企業関係者(2

名)・産業振興に取組む財団関係者(1名)を登用した。 Ⅲ 

 

(ｲ) 経営審議会では、委員の

半数以上を学外委員とする

ことを義務付け、その学外委

員には、公立大学法人の経営

に関する有識者として、他大

学の教員、民間企業関係者等

を登用する。 

・ 経営審議会の委員の半数以上を

学外委員とするとともに、その学

外委員には、公立大学法人の経営

に関する有識者として、他大学の

教員、民間企業関係者等を登用す

る。 

118 Ⅲ 

・経営審議会委員 10名のうち、5名を学外委員とし、大学経営に関し
広くかつ高い見識を有する人材として、経済団体関係者(1名)・民間企
業関係者(1名)・産業及び文化振興に取組む財団関係者(1名)・大学関係
者(1名)・関係団体関係者(1名)を登用した。 Ⅲ 

 

(ｳ) 教育研究審議会にも、札

幌市立大学の教育研究に対

する外部からの意見を取り

入れるために、デザイン又は

看護に係る教育研究の有識

者、後期中等教育関係者等２

人程度の学外委員を登用す

る。 

・ 教育研究審議会には、本学の教

育研究に対する外部からの意見

を取り入れるために、デザイン又

は看護に係る教育研究の有識者、

後期中等教育関係者等の学外委

員を２人以上登用する。 

119 Ⅲ 

・教育研究審議会委員8名のうち、2名を学外委員とし、大学の教育研

究に関し広くかつ高い見識を有する人材として、関係団体関係者(1

名)・教育委員会関係者(1名)を登用した。 

Ⅲ 

 

イ 教授会等 イ 教授会等  
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中期計画 年度計画 項目

番号 
進捗

状況 実施状況・判断理由等 評価 評価結果の説明等 

(ｱ) 効果的かつ効率的に法

人・大学運営を行うために、

重要事項の審議は、できる限

り役員会並びに経営審議会

及び教育研究審議会にゆだ

ね、教員の法人・大学運営に

対する負荷を軽減し、より良

い教育研究環境を提供する

ため、教授会及び学内委員会

の審議事項を厳選するとと

もに、全学の学内委員会の数

を常に１５以下となるよう

にする。 

・ 大学運営に対する負荷を軽減

し、より良い教育研究環境を提供

するため、教授会及び学内委員会

の審議事項を厳選し、全学の学内

委員会の数を常に１５以下とな

るようにする。 

120 Ⅲ 

・教員の法人・大学運営に対する負荷を軽減するため、教授会の審議事

項を、教育課程の編成、学生の入学・卒業等在籍関係及び支援に係るこ

と等に精選し、学内委員会は｢公立大学法人札幌市立大学各委員会規程｣

に基づき、総務,教務・学生、入試、企画、大学院設置特別、教員評価
制度特別、衛生委員会(両キャンパス)、自己点検・評価の9とし、全学
に関わる事務を円滑に推進した。 

Ⅲ 

 

(ｲ) 民主的な学内運営に配慮

し、意思決定プロセスの明確

化・透明化を図るため、原則

的に役員会等の重要な会議

の議事内容にすべての教職

員がアクセスすることがで

きるようにするなど、情報の

共有化を進める。 

・ 役員会等の重要な会議の議事内

容が、すべての教員に周知される

よう情報共有の仕組みを構築す

る。 
121 Ⅲ 

・部局長会議、教授会・教員会議、学内委員会を設置し、毎月 1 回、
定期的に会議を開催し、部局長会議では役員会等、教授会・教員会議お

よび学内委員会の報告を受け、教授会・教員会議では役員会等、部局長

会議および学内委員会の報告を受け、役員会等の重要な会議の議事内容

が、すべての教員に周知されるよう仕組みを構築し、情報の共有化を図

った。 
(役員会等とは、役員会、経営審議会、教育研究審議会をいう。) 

Ⅲ 
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Ⅱ 業務運営の改善及び効率化に関する目標 
 １ 運営体制・手法に関する目標 
  ⑶ 経営手法に関する目標 

 

中
期
目
標 

公立大学法人札幌市立大学の運営を常に改善するとともに、これを効率的に行うため、民間的発想や民間的経営手法を積極的に取り入れる。 

 

中期計画 年度計画 項目

番号 
進捗

状況 実施状況・判断理由等 評価 評価結果の説明等 

ア マネジメントサイクルの

徹底 

ア マネジメントサイクルの徹底  

・ 公立大学法人の経営戦略に基づ

いて、公立大学法人全体及び各部

局単位で、企画立案から執行、評

価、評価に基づく企画立案に至る

マネジメントサイクルの徹底を

図る。 

122 Ⅲ 

・平成18年度年度計画の実施状況を各部局で点検・評価し、これに基
づき平成19年度年度計画を企画戦略会議で立案し、教員会議、事務局
会議で論議のうえ成案とするなどマネジメントサイクルの徹底を図っ

た。また、自己点検・評価委員会で、大学の点検・評価を行う上で必要

となる基礎データを各部局で毎年収集することを決定した。 

Ⅲ 

 公立大学法人の経営戦略

に基づいて、公立大学法人全

体及び各部局単位で、企画立

案から執行、評価、評価に基

づく企画立案に至るマネジ

メントサイクルの徹底を図

る。特に、執行状況を把握す

るための一定期間ごとの役

員会等への業務実績報告、点

検・評価委員会への業務執行

データの蓄積等を行い、これ

らのデータを評価に生かす

ことができるような措置を

講ずる。 

・ 予算の執行状況を把握するた

め、役員会等に対し一定期間ごと

に業務実績報告を行う。 

123 Ⅲ 

・役員会等に対して、第1回役員会等(4月1日）で平成18年度予算、
第2回(6月20日）で中期計画に係る収支計画、第3回(9月22日）で
平成 18年度年度計画に係る収支計画、第 5回(3月 27日)で平成 18年
度予算の執行状況について報告し了解を得た。            

 (役員会等とは、役員会、経営審議会、教育研究審議会をいう。) 
・理事長、理事(副学長兼看護学部長)、デザイン学部長、図書館長、事
務局長を構成員とする法人の経営、大学の教育研究を円滑に行うために

必要な連絡、調整または協議を行う部局長会議は、月 1 回開催し、予
算の執行状況を把握するため、月次の予算の執行状況について報告をし

た。 

Ⅲ 

 「Ⅲ」評価とするが、役員会等

に対し、年度末の報告だけでな

く、中間報告の実施等の方策を検

討するよう要望する。 

イ 経営資源の管理・活用 イ 経営資源の管理・活用  
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中期計画 年度計画 項目

番号 
進捗

状況 実施状況・判断理由等 評価 評価結果の説明等 

・ 理事長を始めとする経営層が、

法人の経営資源の把握が容易と

なる仕組みを構築する。 

124 Ⅲ 

・理事長、理事（副学長兼看護学部長）、デザイン学部長、図書館長、

事務局長を構成員とする企画戦略室を設置し、ここに法人の経営資源に

係る情報を集約し、その把握が容易となる仕組みを構築した。 
・企画戦略会議の審議事項は、以下の通りである。  
 ①中期目標について市長に対し述べる意見に係る案並びに中期計画

及び年度計画に係る案の作成  
 ②法人の将来構想及び経営戦略に係る案の作成 
 ③予算編成方針に係る案の作成  
 ④大学、学部、学科その他の重要な組織の設置又は廃止に係る案の作

成 
 ⑤その他公立大学法人札幌市立大学の運営に係る企画及び戦略の立

案 

Ⅲ 

 理事長を始めとする経営

層が、「ヒト」、「モノ」、「カ

ネ」、「情報」といった公立大

学法人の経営資源を把握す

るとともに、これらの経営資

源を業務運営の改善及び効

率化のために有効に活用す

る。特に、公立大学法人の運

営によって得られた知識、技

術等の「情報」は、まちづく

り全体により大きな価値を

生み出す「知と創造の拠点」

となる本学を運営する上で

極めて重要な経営資源であ

ることから、情報システム等

を用いた情報の共有化を徹

底し、その情報を教育研究の

活性化や地域貢献に活用す

る。 

・ 公立大学法人の知識、技術等の

情報を、ホームページ等により積

極的に情報提供し、教育研究の活

性化や地域貢献に活用するよう

努める。 
125 Ⅲ 

・ホームページの「学部案内」に「各学部専任教員一覧」を設け、それ

ぞれの教員の研究分野、研究内容等を紹介する教員プロフィールを閲覧

できるようにし，大学の持つ知的資源を積極的公開した。 
・6 回開催した「産学連携講座」等で、IT 関連分野に係る最新情報を
積極的に提供し、また、高齢者の転倒予防を目的とした「福祉工学デザ

イン講座」を開催するなど、大学の知識、技術等を積極的に情報提供し、

教育研究の活性化や地域貢献に活用した。 

Ⅲ 

 中期計画においては、情報シス

テム等を用いた、法人内部におけ

る知識、技術等の情報の共有化に

ついても記載されているので、中

期目標・中期計画の達成に向け

て、取組を進めるよう要望する。 
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Ⅱ 業務運営の改善及び効率化に関する目標 
 １ 運営体制・手法に関する目標 
  ⑷ 教職員の役割に関する目標 

 

中
期
目
標 

教職員が一体となり、かつ、適切な役割分担を行い、公立大学法人札幌市立大学の運営を行う体制を構築する。 

また、事務局については、公立大学法人や大学の運営に関して専門性の高い職員を登用し、理事長を始めとする公立大学法人札幌市立大学の各組織を適切にサポートする体制を構築する。 

 

中期計画 年度計画 項目

番号 
進捗

状況 実施状況・判断理由等 評価 評価結果の説明等 

ア 教職員による運営への関与 ア 教職員による運営への関与  
学内委員会では、教職員が

一体となって公立大学法人

を運営する体制を構築し、そ

の企画立案・業務執行体制を

強化するために、教員のみを

構成メンバーとするのでは

なく、事務局職員もメンバー

とする。 

・ 学内委員会には教職員が一体と

なって参加し、公立大学法人の運

営に積極的に関与する体制を構

築する。また、学内委員会の企画

立案・業務執行体制を強化するた

め、事務局職員も学内委員会のメ

ンバーとして参加する。 

126 Ⅲ 

・学内委員会は、①理事長が指名する委員 ②各学部長が指名する委員

③事務局長が指名する委員をもって組織することとしており、事務局職

員についても、第2回部局長会議(5月8日)において、各委員会の委員
として、それぞれの主管課の事務局課長職を加えることを決定した。こ

れにより、教職員が一体となって参加し、公立大学法人の運営に積極的

に関与する体制を構築した。 

Ⅲ 

 

イ 専門性の高い事務局体制 イ 専門性の高い事務局体制  

高い専門性を有する事務

局職員を確保するために、当

初は相当数を占める札幌市

からの派遣職員を毎年度計

画的に、大学運営に識見を有

するプロパー職員等に切り

替えるとともに、専門性の高

い人材の派遣を民間企業か

ら受け入れる。 

  学部完成時には、プロパ

ー職員、民間企業からの派遣

職員等を事務局職員全体の

半数以上とする。 

・ 高い専門性を有する事務局体制

を維持するため、札幌市からの派

遣職員を計画的にプロパー職員

等に切り替えるための検討を進

めるとともに、専門性の高い人材

の派遣を民間企業から受け入れ

る。 127 Ⅲ 

・札幌市からの派遣職員のプロパー職員等による切り替えを計画的に推

進するため、以下の措置をした。  
 ①事務局事務のうち、当面、札幌市からの派遣職員でなければ、対応

困難な事務とそれに伴う人員および引上げ計画等を検討した。 
 ②大学運営に対する知識と見識を有する職員の育成には一定程度の

時間を要するので、年度当初から、職員を採用し育成している。 
・大学事務に精通した高い専門性を有する職員を採用した。また、即戦

力として民間企業や大学業務経験者を活用することとし、民間企業から

専門性の高い人材派遣の受入を実施した。 

Ⅲ 
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Ⅱ 業務運営の改善及び効率化に関する目標 
 ２ 教育研究組織の見直しに関する目標 

 

中
期
目
標 

教育研究に対する社会的動向やニーズを把握し、現在の教育研究組織について見直しを行う必要性を適切に判断する。 

 

中期計画 年度計画 項目

番号 
進捗

状況 実施状況・判断理由等 評価 評価結果の説明等 

(1) 学部・学科 (1) 学部・学科  
学部・学科については、

中期目標期間中の平成２１

年度に完成年次を迎えるこ

とから、完成年次までは、現

在の体制を維持する。 
平成２２年度以降につい

ては、教育研究に対する社会

的動向やニーズ、自己点検・

評価、認証評価機関の評価結

果、地方独立行政法人評価委

員会の評価結果等を踏まえ

て、学部・学科体制について

検討する。 

・ 学部・学科は、完成年次である

平成 21 年度までは現在の体制を

維持する。 

128 Ⅲ 

・学部・学科については、「デザイン学部デザイン学科」「看護学部看護

学科」とし、設置認可時の体制で、完成年次である平成21年度までは
現在の体制を維持する。 

Ⅲ 

 

(2) 大学院 (2) 大学院  

大学院については、より高

度な専門性を有する人材の

育成、研究機能の向上を通じ

た一層の地域貢献の実現等

に必要なものであることか

ら、学部に基礎を置く大学院

として、段階的に修士課程及

び博士課程を設置すること

とし、具体的な設置時期、専

攻分野、定員等について検討

を進める。 

・ 大学院設置に関する委員会を組

織し、具体的な設置時期、専攻分

野、定員等について検討を進め

る。 

129 Ⅲ 

・大学院設置特別委員会を設置し、9回開催した。 
・大学院の設置時期については、一期生の卒業に合わせて、平成22年
4月に開設することとし、設置形態は、デザイン学部、看護学部を基礎
に学部の専攻分野を踏まえて二つの研究科を設置するとの基本方針の

もと、定員、カリキュラム等の検討を進めた。 
Ⅲ 
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Ⅱ 業務運営の改善及び効率化に関する目標 
 ３ 人事の適正化に関する目標 
  ⑴ 人事制度に関する目標 

 

中
期
目
標 

公立大学法人の教職員は、非公務員となることから、様々な知識・経験や高度な専門性を持った教職員を確保するとともに、教職員組織を活性化するために、多様な任用形態、柔軟な勤務形態

等を整備する。 

 

中期計画 年度計画 項目

番号 
進捗

状況 実施状況・判断理由等 評価 評価結果の説明等 

ア 多様な任用・勤務形態の構築 ア 多様な任用・勤務形態の構築  
(ｱ) 任期制について －  
平成１８年度から全教員

に５年の任期制を導入し、任

期の更新に業績評価結果を

反映させることにより、教員

の士気の高揚、教員組織の活

性化を図る。 

・ 全教員に５年の任期制を導入す

る。 

130 Ⅲ 

・「公立大学法人札幌市立大学教職員就業規則」および「公立大学法人

札幌市立大学教員の任用に関する規程」を制定し、全教員に対し、5年

の任期制を導入した。また、講師、助手については、再任回数に上限を

設け、講師および看護学部に勤務する助手については、2回、デザイン

学部に勤務する助手については、1 回とした。（なお、任用にさいして

は、同意を得ている。） 

Ⅲ 

 

(ｲ) 任用制度について －  
教育現場と実務の積極的

な交流を行うために客員教

授、特任教授、臨地教授等の

制度を導入するとともに、

様々な知識・経験を有する教

・ 教育現場と実務の積極的な交流

を行うため、客員教授、特任教授、

臨地教授等の制度を導入する。 131 Ⅲ 

・教育現場と実務の積極的な交流を行うため、「札幌市立大学学則」第

13 条に基づき「公立大学法人札幌市立大学客員教授等称号授与規程」
を定め、客員教授、特任教授、臨地教授等の制度を導入した。 
・平成18年度は、前市立札幌病院院長を客員教授として任用した。特
任教授及び臨地教授については必要に応じて任命する。 

Ⅲ 
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中期計画 年度計画 項目

番号 
進捗

状況 実施状況・判断理由等 評価 評価結果の説明等 

様々な知識・経験を有する教

職員を任用するために、公立

大学法人であるメリットを

生かして、本学における教育

研究への支障が生じないよ

う配慮しつつ、裁量労働制な

どの柔軟な勤務形態、兼業許

可制度などを導入する。 

・ 本学における教育研究への支障

が生じないよう配慮しながら、裁

量労働制や兼業許可制度を導入

する。 

132 Ⅲ 

・「公立大学法人札幌市立大学教職員就業規則」および「公立大学法人札幌市立大学教員の

勤務条件、休日及び休暇等に関する規程」を制定した。 
・全教員に対し、労働時間と業績が必ずしも連動しない職種であるため、

労働時間の制約を受けず業績に応じて給与が算定され支払われる形態

の労働である裁量労働制を導入した。 
・また、原則として職務専念義務を課しながら、兼業許可制度も採用し

た。 

Ⅲ 

年度計画上は、単に「裁量労働

制や兼業許可制度を導入する」こ

ととされており、制度は導入され

ているので、「Ⅲ」評価とする。 
ただし、裁量労働制について

「業績に応じて給与が算定され

支払われる」との業務実績報告書

の内容を、来年度以降は、よりわ

かりやすく記載するよう要望す

る。 
また、中期計画に記載されてい

るとおり、兼業許可制度は、公立

大学法人であるメリットを生か

したものである必要があるので、

そのことが確認できるよう、来年

度以降の業務実績報告書では、地

方公共団体が設置・運営を行う公

立大学の場合では許可されない

場合でも許可されることがある

など、兼業許可制度の具体的な内

容の説明を記載することを要望

する。 
イ 専門性の高い事務局職員の育成 イ 専門性の高い事務局職員の育成  
複雑化・高度化する事務に

対応するため、大学事務に精

通した高い専門性を有する

職員を公立大学法人におい

て育成する。 

・ 大学事務に精通した高い専門性

を有する職員を採用するととも

に、事務局職員の意識の向上を図

るための学内研修などを実施す

る。 

133 Ⅲ 

・大学事務に精通した高い専門性を有する職員を採用した。 
・事務局職員の意識の向上を図るため、以下の、学内研修を実施した。

 ①「高等教育と第三者評価」天野郁夫(東京大学名誉教授) (6月19日) 
 ②「キャンパス･ハラスメントとは？」田村信一(北星学園大学副学
長)(11月15日) 

Ⅲ 
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Ⅱ 業務運営の改善及び効率化に関する目標 
 ３ 人事の適正化に関する目標 
  ⑵ 評価制度に関する目標 

 

中
期
目
標 

教員については、教員が行う教育研究活動等を活性化させるため、教育、研究、学内運営、地域貢献等に関する業績を評価し、当該評価結果を給与等に反映させる仕組みを導入する。 

また、事務局職員についても、その給与は勤務成績を考慮したものでなければならないことから、勤務成績の評価方法について検討を進める。 

 

中期計画 年度計画 項目

番号 
進捗

状況 実施状況・判断理由等 評価 評価結果の説明等 

(ｱ) 教員が行う教育研究活動

等を活性化させるととも

に、教員の資質向上を図る

ため、教育、研究、学内運

営、地域貢献等に関する業

績を公正・公平に、かつ、

客観的・多面的に評価する

業績評価制度を導入すると

ともに、その評価結果を給

与、研究費、任期の更新、

昇任等に反映させる。 

・ 教員の資質向上を図るため、教

育、研究、学内運営、地域貢献等

に関する業績を公正・公平に、か

つ、客観的・多面的に評価するた

めに導入する業績評価制度の具

体的手法について検討する。 134 Ⅲ 

・教員の教育研究活動の活性化、資質の向上を図るため、業績評価制度

を導入することとし、デザイン学部、看護学部各々3名、計6名からな
る教員評価制度特別委員会を設置し、ワーキング会議 5 回、委員会 6
回開催した。 
・教員が行う、教育、研究、学内運営、地域貢等に関する業績を、公正・

公平かつ客観的・多面的に評価する教員評価について検討を進め、試案

を作成した。 
Ⅲ 

 

(ｲ) 具体的な制度導入につい

ては、平成１８年中に教員の

業績評価制度並びに業績の

評価結果を反映させる事項

及び方法について検討する。

その検討結果に基づい

て、平成１９年及び平成２

０年の２年間にわたり教員

の業績評価制度を試行的に

実施し、平成２１年から教

員の業績評価制度を本格的

に導入するとともに、平成

２２年度から給与、研究費、

昇任等にその評価結果を反

映させる。 

・ 教員の資質向上を図るため、教

育、研究、学内運営、地域貢献等

に関する業績を公正・公平に、か

つ、客観的・多面的に評価するた

めに導入する業績評価制度の具

体的手法について検討する。（再

掲） 

135 Ⅲ 

・教員の教育研究活動の活性化、資質の向上を図るため、業績評価制度

を導入することとし、デザイン学部、看護学部各々3名、計6名からな
る教員評価制度特別委員会を設置し、ワーキング会議 5 回、委員会 6
回開催した。 
・教員が行う、教育、研究、学内運営、地域貢等に関する業績を、公正・

公平かつ客観的・多面的に評価する教員評価について検討を進め、試案

を作成した。 
Ⅲ 
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中期計画 年度計画 項目

番号 
進捗

状況 実施状況・判断理由等 評価 評価結果の説明等 

(ｳ) 教員に支給する給与及び

研究費に評価結果を反映さ

せる割合については、徐々

にその割合を高くしていく

こととする。 

－ － － － － － 

(ｴ) 事務局職員についても、

その勤務成績を適切に評価

するため、公正・公平で客

観的な評価システムについ

て検討の上、実施する。 

－ － － － － － 
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Ⅱ 業務運営の改善及び効率化に関する目標 
 ３ 人事の適正化に関する目標 
  ⑶ 教職員の配置・定員の適正化に関する目標 

 

中
期
目
標 

教育研究、公立大学法人の運営等に必要かつ十分な教職員を配置するとともに、常に適正な教職員数となるように定員管理を行う。 

 

中期計画 年度計画 項目

番号 
進捗

状況 実施状況・判断理由等 評価 評価結果の説明等 

学部の完成に向けて教員採

用を行いながら、中・長期的

な大学運営や教育研究活動の

展開を把握するとともに、事

務の効率化を図りながら定員

管理を行うことで適正な教職

員数を実現する。 

・ 平成19年度の授業体制に支障が

ないよう教員採用を行う。 

136 Ⅲ 

・設置認可申請書に基づき計画的に教員採用を進め、平成19年度に向
け、文部科学省の教員審査に適合した18名の教員を採用した。 
 内訳 ・デザイン学部：教授 2名、准教授 2名、講師 3名、助手 1

名 計 8名 
    ・看護学部：教授2名、准教授1名、講師2名、助手5名 計

10名 

Ⅲ 
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Ⅱ 業務運営の改善及び効率化に関する目標 
 ４ 事務等の効率化・合理化に関する目標 

 

中
期
目
標 

大学における事務等を処理するための情報システム及び芸術の森キャンパスと桑園キャンパスとの間の情報ネットワークを積極的に活用し、事務等の効率化・合理化を図る。 
また、事務局業務の外部委託等民間企業のノウハウや人材を活用し、事務の効率化・合理化を図る。 

 

中期計画 年度計画 項目

番号 
進捗

状況 実施状況・判断理由等 評価 評価結果の説明等 

(1) 財務会計システム、教学

システム、図書システム等

を導入することにより事務

の効率化・合理化を図る。

・ 財務会計システム、教学システ

ム、図書システム等、導入した各

システムの検証を行うとともに、

問題点には速やかに対処する。 

137 Ⅲ 

・各システムの運用状況については、企画委員会の専門部会である図

書・情報専門部会において、随時検証を行った。 
・特に、図書システムについては、図書館員の日常のシステム使用を通

して、システムの不備等を洗い出し、システム改修を行った。軽微な改

修は随時、納入業者に依頼し作業を行った。これに対し、システム停止

を伴う改修については、長期休業時などといった、ユーザーへの影響が

少ない時期に新たな業務委託として行った。 
・財務会計システムについては、日常事務処理の中で、不備なものにつ

いては、その都度、納入業者と検討を行った。 
・教学システムについては、デザイン学部生は、2年次からコース選択
をすること、看護学部生も、すでに求人票が送付されている状況があり、

早期からの適切な就職情報の提供が求められていることから、就職情報

システムを追加導入した。 

Ⅲ 

 

(2) 事務処理の効率化・合理

化のため、電子化された学

籍情報を活用し、就職支援

システム、証明書自動発行

システム等の導入を進め

る。 

・ 就職支援システム、証明書自動

発行システム等、既存システムの

拡充についての検討を進める。 
138 Ⅱ 

・デザイン学部生は、2年次からコース選択をすること、看護学部生も、
すでに求人票が送付されている状況から、早期からの適切な就職情報の

提供が求められているため、就職支援システムを整備し、既存システム

の拡充を図った。なお、証明書自動発行システムについては、学生が１

年次のみであることから、検討に至っていない。 

Ⅱ 

 証明書自動発行システムの検

討が行われていないことから、

「Ⅱ」評価とする。 

(3) ＩＣカード学生証・教職

員証、図書のＩＣ管理タグ

の導入により、セキュリテ

ィが重視される施設への入

退室管理、図書の貸出し・

返却業務や蔵書点検等の省

力化を図る。 

・ ＩＣカード学生証・教職員証等

を活用し、図書の貸出し・返却業

務を開始するほか、Ｃ棟コンピュ

ータ室、アトリエ等の入退室管理

を行う。 
139 Ⅲ 

・開学当初から、ＩＣカード学生証・教職員証等を使用し、図書の貸出

し・返却業務を開始した。Ｃ棟コンピュータ室、アトリエ等の入退室は、

自動スケジュールで施錠・開錠時間を管理し、入退室もコンピュータで

管理している。 Ⅲ 
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中期計画 年度計画 項目

番号 
進捗

状況 実施状況・判断理由等 評価 評価結果の説明等 

(4) 電子メール、電子掲示板
等の情報システムの積極的

な活用によりペーパーレス

化を図り、事務処理の迅速

化・効率化を推進する。 

・ 電子メールの積極的な活用によ

るペーパーレス化を図り、事務処

理の迅速化・効率化を推進する。 140 Ⅲ 

・全教職員に対しメールアドレスを付与し、積極的な電子メールの利用

を促進した。 
・全教職員への周知を行う際などには、この電子メールを利用するとと

もに、スケジュール管理や学内施設利用申し込みが可能なシステムを導

入し、ペーパーレス化を図り、事務処理の迅速化・効率化を図った。 

Ⅲ 

 

・ 事務局業務のうち、旅費、給与

計算業務の外部委託を行う。 
141 Ⅲ 

・ 事務局業務の効率化・合理化を図るため、平成 18 年度開学当初か
ら、給与および旅費計算業務について、他大学において実績を有する民

間事業者に対して、外部委託を行った。また、10 月に開設したサテラ
イトキャンパスの管理・運営についても外部委託を行った。 

Ⅲ 
 

・ 情報システム等専門性が高い業

務について外部委託を行うとと

もに、その評価、検証を行う。 
142 Ⅲ 

・専門性の高い情報システムについては、専門の知識・技術を備えた職

員を配置していないため、情報システムの保守・運用支援について外部

委託を行った。 
・企画委員会において、情報システムの評価、検証を行い、専門の職員

を配置していないこと、より高度の専門性を有する業務であることか

ら、平成19年度も引き続き外部委託を行うこととした。 

Ⅲ 

 

・ 施設の維持管理は、両キャンパ

スとも警備、清掃、設備管理など

の外部委託を行う。 143 Ⅲ 

・施設の維持管理については、芸術の森、桑園両キャンパスとも、警備・

清掃・設備管理・緑地管理・除雪等について、外部委託を行った。業務

実施に当たっては、事務局施設担当が、委託業者と業務の実施形態・時

期等、念入りに、打ち合わせを行い、教育・研究に支障が生じないよう

十分配慮を行った。 

Ⅲ 

 

(5) 事務局業務については、

平成１８年度から、当該業

務の外部委託及び当該業務

を行う職員の人材派遣によ

る受入れ等を実施する。外

部委託等による業務の効率

化・合理化の効果が高いと

の評価が行われた場合に

は、その業務を拡大する。

・ 職員の人材派遣による受入れ等

を行い、事務局業務の効率化・合

理化について、評価・検証を行う。 

144 Ⅲ 

・事務のうち、初年度より大学の専門的知識を要する事務について、大

学事務経験者等を民間企業から人材派遣により受け入れを行った。 
また、事務局業務の効率化・合理化を図るため、事務のうち、当面、札

幌市からの派遣職員でなければ対応困難な事務の割り出しと、それに伴

う人員数および職員種別の配置について検証し、その上で必要となるプ

ロパー職員の採用とともに、一部の事務を対象に民間企業からの人材派

遣を引き続き行うことにした。 
Ⅲ 

 業務実績報告書の「実施状況・

判断理由等」の欄には、職員の人

材派遣による受入れ等による事

務局業務の効率化・合理化につい

て評価・検証を行った旨の記載が

ない。最終的には、評価・検証を

行ったことが確認できたので

「Ⅲ」評価とするが、業務実績報

告書の記載内容で、年度計画記載

事項の進捗状況が理解できるよ

うに記載することを要望する。 
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Ⅲ 財務内容の改善に関する目標 
 １ 外部研究資金その他の自己収入の増加に関する目標 

 

中
期
目
標 

公立大学法人札幌市立大学の収入については、札幌市からの運営費交付金及び授業料等の学生納付金が中心となるが、教員が行う研究に係る資金を充実させるため、受託研究・共同研究に係る

外部からの研究費等外部研究資金の獲得に努める。 

また、自主事業の実施、大学が所有する財産の活用等により、自己収入の増加を図る。 

 

中期計画 年度計画 項目

番号 
進捗

状況 実施状況・判断理由等 評価 評価結果の説明等 

(1) 受託研究・共同研究 －  
ア 受託研究及び共同研究を

積極的に受け入れるため

に、平成１８年度から、研

究推進や連携促進のための

学内委員会を設置するとと

もに、教員の研究成果に関

する情報を収集し、そのデ

ータベースを構築する。 

・ 受託研究及び共同研究を積極的

に受け入れるために、企画委員会

に研究に関する専門部会を設け、

教員の研究成果に関する情報収

集やデータベースの構築等を行

う。 145 Ⅲ 

・企画委員会に、研究・連携専門部会を設置し、共同研究、受託研究お

よび寄附金等に関する事項等について審議を行い、受託研究および共同

研究を積極的に受けた。 
・教員の研究成果を掲載するため、紀要「SCU Journal of Design & 
Nursing -札幌市立大学研究論文集-」第1巻第1号を3月30日に発行
した。 
・教員の専門分野や研究テーマ、最近の研究業績が分かる、教員プロフ

ィールを作成し、ホームページに公開した。           
 ・受託研究 9件 45,358千円                 

 ・研究助成 1件   454千円                

 ・寄附金  2件 16,000千円  

Ⅲ 

 

イ 上記学内委員会及び附属

研究所を中心に、民間企業、

国、地方公共団体等におけ

る研究・調査に係るニーズ

を把握し、学内の研究成果

と結び付けることができる

体制を構築する。 

・ 共同研究を促進するため、札幌

市の施策や支援団体等における

研究・調査にかかるニーズの積極

的な把握に努める。 146 Ⅲ 

・札幌市の大学所管担当部局と毎月 1 回意見交換を行うとともに、産
業経済、生涯学習所管部局と意見交換を行うなど情報収集に取組み、施

策や支援団体等における研究・調査にかかるニーズの把握に努めた。そ

の結果、札幌市から受託研究 3 件、札幌市商工会議所から受託研究 1
件を受託した。 
・札幌市から受託研究3件      2,500千円 
・札幌市商工会議所から受託研究1件   32千円  

Ⅲ 

 

(2) 科学研究費補助金等 －  
科学研究費補助金等の競

争的資金を積極的に獲得す

るために、競争的資金に係

る情報収集、申請に係るサ

ポート等を行う体制を早期

に整備し、教員に対して競

争的資金獲得のための申請

を奨励する。 

・ 事務局において、科学研究費補

助金等の競争的資金を積極的に

獲得するための情報収集、サポー

トを行うとともに、教員に対して

競争的資金獲得のための申請を

奨励するための措置を講ずる。 

147 Ⅲ 

・事務局経営企画課において、科学研究費補助金等の競争的資金を積極

的に獲得するため文部科学省等のメーリングリストを確認するなど、情

報収集（17 件）を行い、電子メールにて配信したほか、申請書類のチ
ェックなどのサポートを行った。また、教員の競争的資金獲得のための

申請を奨励するために、説明会(10月11日)を実施した。 Ⅲ 
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中期計画 年度計画 項目

番号 
進捗

状況 実施状況・判断理由等 評価 評価結果の説明等 

(3) 外部研究資金の適正な管理 －  
公立大学法人で受け入れ

た受託研究・共同研究に係

る外部からの研究費等外部

研究資金については、その

適正な管理を担保するため

に、内部監査や監事監査で

のチェック等の体制を構築

する。 

・ 受託研究・共同研究等の外部研

究資金について、その適正な管理

を担保するための監査体制を構

築する。 

148 Ⅲ 

・法人の業務を監査するため役員として監事を置き、「公立大学法人札

幌市立大学監事監査規則」を定め、監事が行う監査に関する基本事項を

定めるとともに、内部監査を実施するために「公立大学法人札幌市立大

学内部監査規程」を定め監査体制を構築した。 
・受託研究費、寄附金等の外部研究資金については、その適正な管理を

担保するために、その他の資金同様、外部監査を実施した。 
・預かり金の科学研究費補助金については、事務局内部の執行課(経営
企画課)を総務課が相互牽制する内部監査を11月14日に実施した。 
・ノーステック財団からの受託研究については、1月 22日および 3月
19日に執行調査を受けた。 

Ⅲ 

 

(4) 自主事業の実施等 －  
ア 平成１８年度から、地域

貢献につながる公開講座を

実施する。 

・ 地域貢献につながる公開講座を

実施する。 

149 Ⅲ 

・大学の知を社会に還元するため、公開講座を開催した。なお、平成

18年度はいずれも無料の講座として企画した。 
 ・附属図書館主催市民講座 Web2.0の時代（7月8日）(100名)   
 ・産学連携公開講座                       

  ①価値創造経済へのﾛｰﾄﾞﾏｯﾌﾟ(9月25日)(100名) 
  ②走れ札幌(10月21日)(50名) 
  ③札幌市立大学のﾌﾞﾗﾝﾄﾞ･ｱｲﾃﾞﾝﾃｨﾃｨｰ(11月2日)(100名) 
  ④ﾒﾃﾞｨｱﾃﾞｻﾞｲﾝの現在(2月2日)(90名) 
  ⑤ｸﾘｴｰﾀｰと創造都市(3月11日)(100名) 
 ・福祉工学デザイン講座                                         
      第1回(12月22日～3月 9日2 ｺｰｽ全4回 135名)             
      第2回( 1月13日～3月23日2 ｺｰｽ全4回 129名) 
 ・特別公開講義「日本の戦後看護史」（9月26日）(94名)  

Ⅲ 

 年度計画上は、単に「地域貢献

につながる公開講座を実施する」

とされているので「Ⅲ」評価とす

る。 
ただし、中期計画・年度計画は、

中期目標を達成するための具体

的措置であり、無料の公開講座を

実施しても中期目標の内容であ

る「自主事業の実施・・・により

自己収入の増加を図る」の達成に

は寄与しない。したがって、中期

目標の達成に係る評価の際には、

評価対象外となることを付言す

る。 
また、無料の公開講座の実施

は、研究資源の還元や情報提供等

の別な項目で評価されるべきで

あることも併せて付言する。 
イ 教員が発明等を行った知

的財産のうち、公立大学法

人において有効に活用する

ことができるものについて

は、公立大学法人に承継し、

実施料等の収益を上げる。

・ 教員が発明等を行った知的財産

を、公立大学法人において有効活

用できるようにするための検討

を開始する。 150 Ⅲ 

・知的財産を有効活用するための基準となる知的財産ポリシー等関連規

程の策定について、第8、9、10回企画委員会(12月25日,1月24日,2
月 27日)において検討し、19年度に設置予定の地域連携研究センター
において、継続し検討することにした。 Ⅲ 
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Ⅲ 財務内容の改善に関する目標 
 ２ 経費の抑制に関する目標 

 

中
期
目
標 

事務等の効率化・合理化、過度な人員配置の抑制等に取り組むことにより、経費の抑制・節減に努める。 

 

中期計画 年度計画 項目

番号 
進捗

状況 実施状況・判断理由等 評価 評価結果の説明等 

(1) 平成１８年度から、両キ

ャンパスにおいて重複する

事務のうち、特に庶務、経

理等の事務を本部がある芸

術の森キャンパスにできる

だけ集約する。 

・ 事務局職員の配置にあたっては、

庶務、経理等の事務を芸術の森キ

ャンパスに集約するなど、適正な

職員配置を行う。 
151 Ⅲ 

・事務局職員の配置にあたっては、庶務、人事・給与・勤務条件、経理

および施設管理等の事務を芸術の森キャンパスに集約し、適正な職員配

置を行った。 
・具体的には、大学全体の庶務担当1名、全教職員の給与・福利厚生・
教職員の採用から勤務条件の設定事務担当 2 名、契約、支払、資金管
理に係る会計義務担当2名、芸術の森・桑園両キャンパスの施設管理・
維持業務担当 2 名等、芸術の森・桑園両キャンパスに係る大学全体の
事務を総務課に一元的に集約し、職員配置の適正化を図った。 

Ⅲ 

 

・ 冷房、暖房の温度設定管理を徹

底し、光熱水費の抑制を図る。 
152 Ⅲ 

・温度管理スケジュールを作成し、自動制御装置と中央監視装置にて適

切な温度設定管理を実行した。なお、光熱水費の抑制状況については、

両キャンパスともに大規模な施設の増築を実施していることから、前年

度との比較検証が困難なため、次年度から具体的な検証を行うこととす

る。 

Ⅲ 

 (2) 環境に配慮し、全教職員

に省エネルギー・省資源に

対する意識を醸成させるこ

とにより、光熱水費等の抑

制を図る。 

・ 清掃等の業務委託の際には、光

熱水費の節約や環境に対する配

慮について明記する。 153 Ⅲ 

・芸術の森（2 社）、桑園（1 社）の清掃業務の業務契約仕様書に、洗
剤、ワックス等の環境に配慮した製品の使用および本学の承認ならびに

不要灯の消灯について明記するとともに、他の施設維持管理業務につい

ても契約の際に、本学施設担当者から環境配慮や経費節減についての指

導を行った。 

Ⅲ 

 

(3) 教職員の定員管理を行

い、過度な人員配置を防止

するとともに、業務の外部

委託等を行う。 

・ 教職員の適正な人員管理を行う

とともに、必要に応じて事務局業

務の外部委託を行う。 

154 Ⅲ 

・設置認可申請書に基づき計画的に教員採用を進め、平成19年度に向
け、文部科学省の教員審査に適合した18名の教員を採用した。 
 内訳 ・デザイン学部、教授 2名、准教授 2名、講師 3名、助手 1

名 計 8名 
    ・看護学部、教授2名、准教授1名、講師2名、助手5名 計

10名 
・事務局職員の配置にあたっては、庶務、経理および施設管理等の事務

を芸術の森キャンパスに集約し、平成18年度開学当初から、給与計算、
旅費計算業務および情報システム、施設管理業務について、外部委託を

行うなど、適正な職員配置を行った。 

Ⅲ 
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Ⅲ 財務内容の改善に関する目標 
 ３ 資産の運用管理に関する目標 

 

中
期
目
標 

公立大学法人札幌市立大学が保有する資金、不動産、知的財産等を適正に管理するとともに、これらの資産を運用する場合には、安全かつ効果的に行う。 

 

中期計画 年度計画 項目

番号 
進捗

状況 実施状況・判断理由等 評価 評価結果の説明等 

(1) 余裕資金が生じた場合に

ついては、取引銀行等と連

携し、これら資金の安全か

つ効果的な運用により、適

正な管理を行う。 

・ 余裕資金の安全かつ効果的な運

用を図る。 

155 Ⅲ 

・平成18年度中に生じた余裕資金について、大口定期預金及び譲渡性
定期預金により安全かつ効果的な運用を図った。 

Ⅲ 

 

(2) 不動産等固定資産につい

ては、大学の教育研究に支

障のない範囲で学外者に対

し使用を認めることやその

対価を徴収することを検討

する。 

・ 学内施設が地域等で有効に活用

されるよう利用規定を整備する

とともに、適切な使用料設定を検

討する。 156 Ⅲ 

・学内施設が地域等で有効に活用されるよう「公立大学法人札幌市立大

学施設臨時使用細則」を定めた。 
・第11回総務委員会(2月28日)において、使用料等について、他大学
の事例等の調査を行うなど検討を進め、平成19年度に、引き続き審議
することとした。 

Ⅲ 

 検討の結果が不明である。 

(3) 知的財産については、利

用価値の高い知的財産を積

極的に活用するため、全学

的な知的財産ポリシーを策

定するとともに、知的財産

の管理体制を確立する。 

・ 知的財産ポリシーを策定するた

めの準備を行う。 

157 Ⅲ 

・知的財産を有効活用するための基準となる知的財産ポリシー等関連規

程の策定について,第 8、9、10回企画委員会(12月 25日,1月 24日,2
月 27日)において検討し、19年度に設置予定の地域連携研究センター
において、継続し検討することにした。 Ⅲ 
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Ⅳ 教育及び研究並びに組織及び運営の状況について自ら行う点検及び評価（以下「自己点検・評価」という。）並びに当該状況に係る情報の提供に関する目標 
 １ 自己点検・評価に関する目標 

 

中
期
目
標 

自己点検・評価を定期的かつ継続的に行い、その結果を有効に活用することにより、教育、研究等の内容を継続的に改善し、高度化する。 
また、自己点検・評価の内容を公表することにより、教育、研究等に係る活動の状況を明らかにし、札幌市立大学が、その存在理由・存在意義を認められるように説明責任を果たす。 

 

中期計画 年度計画 項目

番号 
進捗

状況 実施状況・判断理由等 評価 評価結果の説明等 

(1) 点検・評価委員会の設置 －  
平成１８年度から、自己点

検・評価を行う組織として、

専任教員、事務局職員等の代

表による点検・評価委員会を

設置する。 

・ 自己点検・評価を行うため、専

任教員、事務局職員等の代表によ

り点検・評価のための委員会を設

置する。 158 Ⅲ 

・自己点検・評価については、開学当初は、企画委員会所管であった。

しかし、企画委員会所管事項が、多岐に亘っていたため、第 8 回部局
長会議(9月 6日)において、理事長からの「自己点検・評価委員会を設
置し、今年度は総務委員会の委員をこの委員会の委員とする。」との提

案を了承し、教員 6名、事務局 1名を委員とする自己点検・評価委員
会を設置した。 

Ⅲ 

 

(2) 自己点検・評価の実施 －  
自己点検・評価について

は、点検・評価委員会が、

自己点検・評価の評価項目

及び当該評価項目ごとの評

価基準を決定するととも

に、当該評価項目に係るデ

ータを収集・蓄積し、その

データに基づいて、評価項

目ごとに設定した評価基準

を満たしているかどうかに

ついて評価を行うことによ

り実施する。 

・ 自己点検・評価の実施について

は、自己点検・評価委員会におい

て評価項目及び評価基準等を検

討する。 

159 Ⅲ 

・自己点検・評価委員会は 6 回開催し、評価項目及び評価基準等（以
下「項目等」という。）について検討を行った。 
・自己点検・評価の項目等については、認証評価機関の項目等を参考に

作成することとし、認証評価機関によって項目等が異なるため、各機関

を比較検討し、豊富な評価実績を持ち、評価を受けている大学も多い、

大学基準協会の項目等を参考にすることにした。また、評価を実施する

ための「基礎データ」の収集と作成を関係部局に依頼することにした。 
・第 15回部局長会議(2月 7日)において、第 1回の認証評価を受ける
機関を大学基準協会とすることが承認された。 

Ⅲ 

 

(3) 結果の活用及び公表 －  
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中期計画 年度計画 項目

番号 
進捗

状況 実施状況・判断理由等 評価 評価結果の説明等 

評価結果は、点検・評価

委員会から役員会等の全学

的な重要組織に伝え、当該組

織において包括的な改善計

画を策定するとともに、学内

委員会、事務局等で改善のた

めの実行計画を策定し、改善

を実行する。 
  また、評価結果は、ホー

ムページでの公開や自己点

検・評価報告書の作成・配

布により公表する。 

－ － － － － － 
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Ⅳ 教育及び研究並びに組織及び運営の状況について自ら行う点検及び評価（以下「自己点検・評価」という。）並びに当該状況に係る情報の提供に関する目標 
 ２ 情報提供の推進等に関する目標 
  ⑴ 情報提供に関する目標 

 

中
期
目
標 

公立大学法人札幌市立大学は、「市民に開かれた大学」として地域社会に対する説明責任を果たす観点から、札幌市立大学の教育課程、研究活動等の情報を積極的に提供する。 

 

中期計画 年度計画 項目

番号 
進捗

状況 実施状況・判断理由等 評価 評価結果の説明等 

ア ホームページ等による情

報提供 
－ 

 

平成１８年度から、ホーム

ページや刊行物を活用し、以

下に掲げる情報等を積極的

に提供する。 

① 大学の設置の趣旨及び

特色並びに学部ごとの教

育研究上の目的及び特色

② 育成する人材像 

③ 教育課程の内容及び開

設科目のシラバス等教育

内容・方法 

④ 教員組織、施設・設備等

の教育環境及び研究活動

⑤ 選抜方法、受験者数、合

格者数、入学者数等の入学

者選抜に関する情報 

⑥ 公開講座等の大学にお

ける学習機会 

⑦ 卒業生の就職・進学状況

⑧ 自己点検・評価、認証評

価機関及び地方独立行政

法人評価委員会の評価結

果 

・ ホームページをリニューアル

し、学内の情報をわかりやすく、

迅速に情報提供できるような体

制を整備する。 
ホームページでは以下に掲げ

る情報等を積極的に提供する。 
① 大学の理念及び沿革 
② 育成する人材像 
③ 学部、コースの概要及びシラ

バス 
④ 教員組織及び研究活動内容 
⑤ 施設設備に関する情報 
⑥ 入試に関する情報 
⑦ サテライト施設に関する情

報 
⑧ 図書館に関する情報 
⑨ 公開講座等の実施状況 
⑩ オープンキャンパスに関す

る情報 
⑪ 大学の資料請求に関する情

報 
⑫ 法人の役員、定款等の情報 
⑬ 大学の行事等に関する情報 

160 Ⅲ 

・ホームページの担当委員会を企画委員会とし、迅速を期するために、

実際のワーキングを、その専門部会である広報専門部会とし、迅速に情

報提供できる体制を整備し、6月にリニューアルした。 
・提供情報は、大学の理念および沿革、育成する人材像等、以下のとお

りであるが、入試に関する情報等、即時性が求められる情報については、

随時最新の情報に更新している。  
 ① 大学の理念及び沿革 
 ② 育成する人材像 
 ③ 学部、コースの概要及びシラバス 
 ④ 教員組織及び研究活動内容 
 ⑤ 施設設備に関する情報 
 ⑥ 入試に関する情報 
 ⑦ サテライト施設に関する情報 
 ⑧ 図書館に関する情報 
 ⑨ 公開講座等の実施状況 
 ⑩ オープンキャンパスに関する情報 
 ⑪ 大学の資料請求に関する情報 
 ⑫ 法人の役員、定款等の情報 
 ⑬ 大学の行事等に関する情報 

Ⅲ 
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中期計画 年度計画 項目

番号 
進捗

状況 実施状況・判断理由等 評価 評価結果の説明等 

果 

⑨ 設置認可申請書 

⑩ 学則その他の規程 

・ オープンキャンパスや高校訪

問、大学説明会等を開催し情報提

供を行う。 

161 Ⅲ 

・オープンキャンパスや高校訪問、進学相談会における大学説明会にお

いて、本学の大学設置の趣旨や特色、教育内容や方法といった教育研究

活動に関する情報を広く周知した。 
 ・オープンキャンパス 第 1回(7月 16日) 芸術の森 162名 桑園

216名 計378名 
                第 2回(9月 18日) 芸術の森 204名 桑園

227名 計431名     
 ・高校訪問（51校） 
 ・進学相談会における大学説明(25回) 

Ⅲ 

 

イ 紀要の発行 －  
教育研究活動の結果を掲

載するために、審査を経た

制作・論文を含めた紀要を

定期的に発行する。 

・ 本学における教育研究活動の結

果を掲載するために、定期的に審

査を経た制作・論文を含めた研究

論文集を発行する。 
162 Ⅲ 

・教員の研究成果を掲載するため、紀要「SCU Journal of Design & 
Nursing -札幌市立大学研究論文集-」第1巻第1号を3月30日に発行
した。第 1 部においては査読された本学教員の未発表の原著論文、作
品、総説、研究報告書、研究ノート、資料、その他を記載予定であった

が、最終的には、原著論文１、総説１、研究報告２、資料１を掲載した。 

Ⅲ 

 

ウ 公開講座の実施等 －  
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中期計画 年度計画 項目

番号 
進捗

状況 実施状況・判断理由等 評価 評価結果の説明等 

市民向けの公開講座を開

催するとともに、講演会等

へ教員を積極的に派遣す

る。 

・ 市民向けの公開講座を開催する

とともに、講演会等へ教員を積極

的に派遣する。 

163 Ⅲ 

・大学の知を社会に還元するため、公開講座等を開催した。 
 ・附属図書館主催市民講座 Web2.0の時代（7月8日）(100名)   
 ・産学連携公開講座                       

  ①価値創造経済へのﾛｰﾄﾞﾏｯﾌﾟ(9月25日)(100名) 
  ②走れ札幌(10月21日)(50名) 
  ③札幌市立大学のﾌﾞﾗﾝﾄﾞ･ｱｲﾃﾞﾝﾃｨﾃｨｰ(11月2日)(100名) 
  ④ﾒﾃﾞｨｱﾃﾞｻﾞｲﾝの現在(2月2日)(90名) 
  ⑤ｸﾘｴｰﾀｰと創造都市(3月11日)(100名) 
 ・特別公開講義「日本の戦後看護史」（9月26日）(94名)      
 ・福祉工学デザイン講座                                         
      第1回(12月22日～3月 9日2 ｺｰｽ全4回 135名)            
      第2回( 1月13日～3月23日2 ｺｰｽ全4回 129名) 
・講演会等への教員の派遣 
 ・「歴史的建造物『小林酒造』酒蔵群の保存と再生̶札幌スタイル・建

築家セミナー第19回̶」（羽深久夫他、札幌市経済局・札幌スタイ
ル事務局、8月）             

 ・「北海道のデザインを考える」（原田昭、北海道ビジネスフォーラム、

10月） 
 ・「女性が仕事を続けること！健康を維持すること」（中村恵子、中央

区男女共同参画事業、10月）  
 ・「こんにちはあかちゃん！0,1,2ヶ月の子育て」（髙室典子、札幌市
豊平子育て支援センター「ちあふる」、11月） 

 ・「創造教育の未来―少子化の中の大学」（武邑光裕，sapporo ideas 
city：creative Conversations 2007「Ideas are the future. （創造
は未来へ）」、札幌市・財団法人さっぽろ産業振興財団、2月） 

   等、数多くの教員を講演会へ積極的に派遣した。 

Ⅲ 
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Ⅳ 教育及び研究並びに組織及び運営の状況について自ら行う点検及び評価（以下「自己点検・評価」という。）並びに当該状況に係る情報の提供に関する目標 
 ２ 情報提供の推進等に関する目標 
  ⑵ 個人情報の保護に関する目標 

 

中
期
目
標 

公立大学法人札幌市立大学は、学生、教職員等に係る個人情報を保有することとなることから、これらの者の権利利益を保護するため、当該個人情報の適正な取扱いを確保する。 

 

中期計画 年度計画 項目

番号 
進捗

状況 実施状況・判断理由等 評価 評価結果の説明等 

公立大学法人札幌市立大学

が保有する個人情報について

は、地方独立行政法人が札幌

市の個人情報保護条例におけ

る実施機関となったことか

ら、当該条例を施行するため

の規程を整備すること等によ

り、適正な取扱いを行う。 

・ 札幌市個人情報保護条例を施行

するためのポリシーを整備し、個

人情報の適正な取り扱いを行う。 
 

164 Ⅲ 

・個人情報保護に関して、公立大学法人札幌市立大学は、札幌市個人情

報保護条例の実施機関と規定されており、開学時に「公立大学法人札幌

市立大学個人情報保護事務取扱規程」を定めた。 
・さらに、個人情報保護に対する法人の姿勢を明確にするため、札幌市

個人情報保護条例に基づき、個人情報の取得、管理、利用、第三者への

提供の制限、外部への委託、内部監査体制、開示請求等を規定した個人

情報保護ポリシーを策定した。 
・これは、総務委員会において検討後、第8回部局長会議(9月6日)を
経て、9月 13日理事長決済にて決定したもので、教員会議（デザイン
学部9月20日、看護学部9月13日）、後期学生ガイダンス(9月29日)
にて説明周知するとともに、ホームページに掲載、公表した。 

Ⅲ 
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Ⅴ その他業務運営に関する目標 
 １ 施設・設備の整備・維持管理に関する目標 

 

中
期
目
標 

総合的かつ長期的視点に立って、施設・設備を整備し、活用するために、施設・設備に係る企画・立案、整備、維持管理・運用及び評価を一体的に行うサイクルを確立し、施設・設備の効果的

な整備及び効率的な維持管理を実施する。 

 

中期計画 年度計画 項目

番号 
進捗

状況 実施状況・判断理由等 評価 評価結果の説明等 

(1) 教育課程に沿った経年的

な施設・設備の整備計画を

策定し、教育・研究のニー

ズに適した整備を行う。 

・ 平成 19 年度の教育課程に沿っ
た施設・設備の整備の検討を行

い、適切な措置を講じる。 
 

165 Ⅲ 

・項目番号 56に記載のとおりの検討方針のもと、平成 19年度の教育
課程に沿った施設・設備の整備に関しては、各所管委員会(企画、教務
学生)、事務局各課で検討のうえ、総務委員会が、全体案を作成し、最
終的には第14回部局長会議(1月31日)で決定を受けた。これに基づき、
項目番号56に記載のとおりの措置を講じた。 

Ⅲ 

 

(2) 施設・設備の保守・修繕

等の維持管理計画を策定

し、毎年度の点検・調査に

より状況を評価し、実施に

移行するマネジメントサイ

クルを確立する。 

・ 施設・設備の保守・修繕等の維

持管理に関して、点検・調査を行

うとともに、状況の評価を実施に

移行するマネジメントサイクル

の確立に向けた検討を行う。 

166 Ⅲ 

・施設・設備の維持管理に関しては、業務委託契約書に日報等提出を義

務付けるとともに、受託業者からの逐次報告を受け、点検・調査を実施

してきた。 
・上記点検・調査に基づき、平成19年度の業務委託について、委託内
容のチェックを行い、平成19年度の施設・設備の維持管理の準備を行
った。 

Ⅲ 
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Ⅴ その他業務運営に関する目標 
 ２ 安全管理等に関する目標 

 

中
期
目
標 

公立大学法人札幌市立大学が札幌市立大学を設置し、及び管理することにより起こり得る事故等を未然に防止するとともに、事故等が起きた場合に適切に対処できるように、全学的な安全管理

体制や倫理体制を確立し、リスクマネジメントに取り組む。 

 

中期計画 年度計画 項目

番号 
進捗

状況 実施状況・判断理由等 評価 評価結果の説明等 

(1) 安全衛生管理への対応 －  
事故等を未然に防止する

ために、全学的な安全衛生管

理体制を整備するとともに、

安全衛生管理に関する教職

員及び学生の意識の向上を

図る。 

・ 事故等を未然に防止するために、

全学的な安全衛生管理体制を整

備するとともに、教職員及び学生

への周知を図る。 
167 Ⅲ 

・本学施設の安全管理に関しては、「公立大学法人札幌市立大学施設管

理規程」を定め、施設管理者及び防火管理者を定めるとともに、施設の

警備体制や出入り等について定めた。 
・教職員には、各学部教員会議および事務局各課会議で、学生には、全

学ガイダンス（4月8日）で概要を説明し周知を図った。 
Ⅲ 

 

(2) 災害等に対する危機管理

体制 
－  

災害等が発生した場合に

対応するため、平成１８年度

中に危機管理マニュアルや

防災計画を策定するととも

に、関係機関や地域との連携

等の危機管理体制を整備す

る。 

・ 災害等が発生した場合に対応す

るため、危機管理マニュアルや防

災計画を策定するとともに、必要

に応じた訓練等を実施する。 

168 Ⅲ 

・事務局作成の消防計画に基づき、総務委員会の了解を得て、芸術の森

キャンパスは、10月 16日に、桑園キャンパスは 10月 30日に、防災
訓練を実施し、教職員及び学生に対し、災害時の対応について意識の向

上を図った。 
・救急蘇生法の学習とＡＥＤの使用方法の習得のため、財団法人札幌市

防災協会による講義および実技による「救急蘇生法」講習会を開催した。 
  ・芸術の森キャンパス 9月7日 参加25名  
  ・桑園キャンパス   9月5日 参加26名 
・本学において想定される各種の危機に迅速かつ的確に対応するための

危機管理対策の基本的枠組みを定めた「札幌市立大学危機管理基本マニ

ュアル」を総務委員会で検討を行い、平成19年3月に制定した。 

Ⅲ 

 

(3) 公立大学法人の遵法・倫理 －  
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中期計画 年度計画 項目

番号 
進捗

状況 実施状況・判断理由等 評価 評価結果の説明等 

・ 役員、教職員及び学生の違法行

為やハラスメント等の未然の防

止や適切な対応を図るため、諸学

内委員会において、その対応策を

検討するとともに、学生に対して

は学生の生活上の注意点を周知

する。 

169 Ⅲ 

・始業前の両学部のガイダンスにおいて、学生に生活面、健康面等に関

する必要な注意事項を指導するとともに、看護学部においては、夏季休

業の直前にも再度ガイダンスを行った。 
・教職員に対しては、必要な都度、飲酒運転等の違法行為の防止につい

て、メールで注意を促す等の措置を取った。             

・キャンパス・ハラスメントの防止については、11月15日 北星学園
大学副学長 田村信一氏を講師として、キャンパスハラスメントに関す

るＦＤ研修を実施し、教職員59名が受講した。           

・本学の教職員および学生等によるハラスメント等の人権侵害行為の防

止等を定めた「札幌市立大学キャンパス・ハラスメント防止宣言」「公

立大学法人札幌市立大学キャンパス・ハラスメント防止規程」を総務委

員会で検討し、平成19年2月に制定した。その内容はホームページに
掲載するとともに、教員には、教員会議で周知した。（学生には、平成

19年度の学生生活ハンドブックに掲載し、平成19年度当初のガイダン
スで説明した。）また、平成 19 年度にキャンパス・ハラスメント防止
委員会を設置することとした。 

Ⅲ 

 

・ 研究倫理規程及び情報倫理規程

を定める。 

170 Ⅲ 

・「公立大学法人札幌市立大学研究倫理規程」については、第5回企画
委員会（8月 29日）で検討の上、第 8回部局長会議（9月 6日）で、
了承され制定した。 
・この規程は、本学における学術研究の信頼性と公正性を確保すること

を目的とし、研究を遂行する上で求められる研究者の倫理的行動・態度

について定めたもので、研究者の態度、研究成果の発表、論文著書の条

件、研究費の取扱等について規定した。 
・「公立大学法人札幌市立大学情報倫理規程」については、第6回企画
委員会（9月19日）で検討の上、第9回部局長会議（10月4日）で、
了承され制定した。 
・この規程は、学問の自由、思想の自由、表現の自由をはじめとする基

本的人権の尊重の理念に従い、本学が管理・運用する電子計算機資源の

利用に関する規程を定めることにより、その円滑かつ適正な利用を促進

し、本学の教育及び研究の充実を図ることを目的としたもので、情報倫

理基準や違反行為の疑いが生じた場合の調査手続き等について規定し

た。 

Ⅲ 

 

役員、教職員及び学生が違

法行為を行うことを未然に

防止するため、また、ハラス

メント等を防止するため、さ

らに、違法行為等が行われた

場合に適切に対応するため

の全学的な体制を構築する。

・ 学則の周知徹底を図るため、学

生便覧やホームページを積極的

に活用する。 171 Ⅲ 
・学則の周知徹底を図るため、学生便覧やホームページに掲載を行った。

ホームページでは「アドミッションポリシー」、「個人情報保護ポリシ

ー」、「キャンパスハラスメント防止宣言」などとともに、一般市民も閲

覧可能なものとした。 

Ⅲ 
 

 



 

 72

Ⅴ その他業務運営に関する目標 
 ３ 環境に関する目標 

 

中
期
目
標 

大学の管理運営、施設整備等については、環境に配慮して行う。 

 

中期計画 年度計画 項目

番号 
進捗

状況 実施状況・判断理由等 評価 評価結果の説明等 

・ 本学が導入するマイクロガスタ

ービン（天然ガスを燃料とする発

電機で、廃熱を給湯等に熱利用す

る。）によるコージェネレーショ

ンシステム、地熱利用システム

（地熱を暖房補助・自然冷房に用

いる。）等について、エネルギー

有効利用の検証を行う。 
172 Ⅲ 

・芸術の森キャンパスの、マイクロガスタービンによるコージェネレー

ションシステムは、ガスタービン 1 台の備蓄熱で、発電・暖房・廃熱
の 3 役を実現し、エネルギー源の有効利用を図るものである。独立行
政法人産業技術総合研究所が主体となり実証実験を行ったが、このシス

テム自体が実験段階であるということで、設備の設置と機器の不具合お

よびプログラムの試行錯誤により、正確なデータが収集できず、検証に

至らなかった。平成19年度は、その修正工事を実施し、再度、実証実
験を行う予定ある。 
・桑園キャンパスの、地熱利用システムは、ヒートポンプで、夏季は、

冷房補助として、冬季は、外調機への暖房補助として、地中熱を利用す

るシステムである。主に、札幌市都市局建築部が主体になり、環境局、

北大大学院研究室と本学がプロジェクトを組み、性能検証を行った。今

年度は、プログラム上、不具合が生じたものの、改修を実施しながら、

性能検証を報告書としてまとめた。 

Ⅲ 

 (1) マイクロガスタービン

（天然ガスを燃料とする発

電機で、廃熱を給湯等に熱

利用する。）によるコージェ

ネレーションシステム、地

熱利用システム（地熱を暖

房補助・自然冷房に用い

る。）の導入によりエネルギ

ーの有効利用を図る。 

・ 学用車のリースに当たっては、

環境に配慮したハイブリット車

を導入する。 
173 Ⅲ 

・平成18年度より、リースを開始した学用車については、ハイブリッ
ト車（ｱﾙﾌｧｰﾄﾞ､ｴｽﾃｨﾏ）を導入した。 Ⅲ 

 

(2) 断熱・遮熱性能に優れた

建築システムの採用（ダブ

ルスキン構造）により、環

境負荷を軽減するととも

に、室温管理等を行い、省

エネルギーを徹底する。 

・ 環境負荷軽減のため室温管理や

適切な換気等を行い、省エネルギ

ーを徹底する。 

174 Ⅱ 

・温度管理スケジュールを作成し、自動制御装置と中央監視装置にて適

切な温度設定管理を実行したが、夏期の外気温の上昇に対して適切な室

温を維持できない期間が生じた。 

Ⅱ 

 この項目は、室温管理等を手段

として、環境負荷軽減や省エネル

ギーの徹底という目的が達成さ

れたか否かが評価の基準となる

が、環境負荷軽減や省エネルギー

については、業務実績報告書では

触れられておらず、確認できない

ため、「Ⅱ」評価とする。 
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中期計画 年度計画 項目

番号 
進捗

状況 実施状況・判断理由等 評価 評価結果の説明等 

(3) 電子メール、電子掲示板

等の情報システムの積極的

な活用によりペーパーレス

化を図る。 

・ 電子メールや情報システムの積

極的な活用によりペーパーレス

化を図る。 175 Ⅲ 

・全教職員に対しメールアドレスを付与し、積極的な電子メールの利用

を促進した。 
・全教職員への周知を行う際などには、この電子メールを利用するとと

もに、スケジュール管理や学内施設利用申し込みが可能なシステムを導

入し、ペーパーレス化を図り、環境に配慮し、取組んだ。 

Ⅲ 

 

 


